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第１章 はじめに                               

１－１ 策定の趣旨

本市では、平成１６年に厚生労働省が策定した「水道ビジョン」の方針を踏まえ、平成２０

年に水道事業の運営に関する方向性と施策推進の基本的な考え方を示した「米子市水道

ビジョン」及び「米子市水道事業基本計画」を策定しました。

その後、平成２５年３月に厚生労働省は、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験

など、水道を取り巻く大きな環境の変化に対応するため、これまでの「水道ビジョン」を全面

的に見直した「新水道ビジョン」を公表し、「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」

を基本理念とした水道の理想像（安全な水道、強靭な水道、水道サービスの持続）を示し

ました。

本市においても、現状において市が抱える諸課題を抽出し再検討を行い、将来の水道

のあるべき姿を見据え、「米子市水道ビジョン」と「米子市水道事業基本計画」を統合した、

新しい１０年間の「米子市水道事業基本計画“米子市水道ビジョン”」を策定しました。

水源かん養機能を有する大山と日野川
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１－２ 計画の位置づけ

この基本計画は、水道事業の中・長期的な事業運営の指針として、 （平成３０）年度

から 平成３９ 年度までの１０年間の進むべき方向性を示したものです。

計画的に実行するための手法として、より長期の見通しに基づくアセットマネジメントの

結果を活用し整合性を図りながら、毎年度の事業や予算に反映させて水道事業を推進し

ていくことになります。

また、本計画は、厚生労働省「新水道ビジョン」に示された基本理念「地域とともに、信頼

を未来につなぐ日本の水道」の視点を踏まえた内容を併せ持つものとしています。

     厚生労働省                   米子市 

●（旧）水道ビジョン                ●米子市水道事業基本計画 

・平成 16年６月策定                （米子市水道ビジョン） 

・平成 20年改定                  ・平成 20年 3月策定 

・理念                       ・理念 

「世界のトップランナーとして           「いつまでも“おいしい水を蛇口から”」 

チャレンジし続ける水道」              －平成 20年度～平成 29年度－ 

                               

              （課題の明示） 

              ○人口減少と水需要減少の時代における 

              今後の水道のあり方を示す必要性 

              ○東日本大震災を踏まえた水道の災害対策 

のあり方を示す必要性 

                    

●新水道ビジョン                   ●米子市水道事業基本計画 

・平成 25年 3月策定                 （米子市水道ビジョン） 

・理念「地域とともに、信頼を             ・2018（平成３０）年 3月策定 

未来につなぐ日本の水道」               －2018（平成３０）年度 

・理想像                         ～2027（平成３９）年度－ 

「安全な水道」「強靭な水道」                 

「水道サービスの持続」                 
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第２章 水道事業の概要                            

２－１ 沿 革

米子市の水道は、大正１１年に上水道布設のための調査を開始し、日野川堤内車尾地区

の伏流水を水源として大正１３年６月に当時の米子町が国の認可を受け、大正１５年４月に

一般給水を開始しました。

上水道が完成した翌年の昭和２年４月に米子町から米子市へと市制が施行され、昭和２９

年４月には地方公営企業法の適用を受け公営企業としての米子市水道局が発足しました。

この間、近隣町村との合併による給水区域の拡大や人口の増加、生活水準の向上や産業

の発展に伴い水需要が年々増加したため、２次にわたる水源拡張を行い、さらに７期に及ぶ

拡張事業により、水源地の新設や配管網の整備を行い、給水能力の拡充を図りました。

昭和３３年に米軍専用であった美保軍用水道施設の無償貸与を受け、同年８月境港市と

給水について協定を締結、境港市域の配水管の整備を行い翌３４年４月に境港市への

給水を開始しました。また、昭和５７年４月には日吉津村を給水区域に編入し、米子市、

境港市及び日吉津村の２市１村を給水区域とする水道となりました。

平成１２年１０月６日には米子市の南方約１７㎞を震源とするＭ７ ３、震度６強の「鳥取県

西部地震」が発生しました。給水区域の一部では、液状化現象によって多数の管破損が

発生しましたが、各方面から多数の支援を受け、迅速な復旧を図ることができました。

これを機に災害時における支援協定を新たに締結したほか、防災計画マニュアルを策定

し危機管理体制の強化を図りました。

平成１７年３月には淀江町と合併したことにより新たな米子市が誕生し、それに伴い給水

区域も拡大、米子市水道局も新たな一歩を踏み出し、この水道ビジョンが示す平成３８年

には、創設から１００年が経過します。

平成２４年度から工事に着手した配水池設置事業は、南部配水池（容量 ㎥）が

平成２８年１０月から、中央配水池（容量 ㎥）は翌月の１１月から供用を開始し、また

平成２９年７月には地域密着型防災拠点となる新庁舎へ移転しました。

今後の水需要は、人口の減少や大口使用者の地下水利用、節水機器等の普及による

使用量の減少に応じた適切な事業運営を行うため、平成２４年３月には創設以来初めてと

なる計画給水人口及び計画給水量の減少を含む事業変更の認可を受け、平成２９年３月

認可時点での計画給水人口は 人、計画給水量は日量 立方メートルとし

ています。
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２－２ 事業の変遷

大正１３年６月に国の認可を受け、時代のニーズに応じた事業の拡張や計画給水量の

減少を含む事業変更を進め、創設から９０年が経過した事業の変遷は以下のとおりです。

米子市水道事業の変遷

名  称 認可年月日 
計画給水 

人口（人） 

計画 1日 

最大給水量

（㎥） 

事業費（千円） 主要事業 

創  設 大正 13.6.11 33,000 3,300 700 
車尾水源地築造 

観音寺山配水池築造 

第１期拡張 昭和 23.8.4 45,000 9,900 8,500 直送配水管新設 

第２期拡張 昭和 26.7.11 45,000 9,900 16,000 配水管布設（祇園町方面） 

第３期拡張 昭和 28.11.12 50,000 12,500 20,000 配水管布設（皆生方面） 

第４期拡張 昭和 31.3.30 75,000 22,500 95,260 観音寺山配水池増設                   

（変更） 昭和 33.4.16 103,000 29,600 163,080 配水管布設（弓浜～境港） 

（変更） 昭和 35.12.21 109,000 29,600 198,000 配水管布設（南部方面） 

第５期拡張 昭和 36.12.4 125,000 37,500 138,000 戸上水源地取水井増設 

（変更） 昭和 40.3.1 125,000 43,750 305,282  

第６期拡張 昭和 43.2.20 190,000 95,000 760,000 車尾水源地取水井増設 

（１次変更） 昭和 48.1.5 190,000 95,000 950,000 車尾水源地調整池築造 

（２次変更） 昭和 49.1.10 190,000 95,000 1,316,000 戸上水源地取水井増設 

（３次変更） 昭和 49.7.1 190,000 95,000 1,316,000 河岡水源地築造 

（４次変更） 昭和 54.3.22 162,400 85,470 3,187,000 日下水源地築造 

（５次変更） 昭和 56.3.31 168,200 88,000 4,354,500 日吉津水源地築造 

第７期拡張 昭和 58.3.30 187,600 101,500 12,364,000 戸上水源地調整池築造 

（１次変更） 昭和 61.5.20 185,000 101,700 15,903,000 水浜水源地築造 

（２次変更） 昭和 62.12.15 185,000 101,700 16,372,300 二本木水源地築造 

（３次変更） 平成 7.3.31 185,000 101,700 16,349,832 日野川伏流水取水 

（４次変更） 平成 8.3.27 185,000 101,700 16,349,832 車尾取水井深井戸 No.2 

（５次変更） 平成 11.11.16 185,000 101,700 16,349,832  

（６次変更） 平成 15.2.10 185,000 101,700 16,349,832  

（届出） 平成 17.3.31 196,000 107,700 16,349,832 市町村合併（旧淀江町） 

（７次変更） 平成 19.5.1 196,000 107,700 16,349,832 車尾取水井深井戸 No.3 

事業変更 平成 24.3.30 187,000 83,300 95,068 河岡水源地取水地点変更 

事業変更 平成 28.3.1 186,400 74,500 10,262,109 西尾原取水井深井戸 No.2 

事業変更 平成 29.3.30 186,400 74,500 10,460,804 紫外線処理施設 
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２－３ 給水区域

米子市、境港市及び日吉津村の２市１村を給水区域として、９つの配水区に分けて運用

しています。

〔平成 年度実績〕

配水区名 水源地名 配水方式 標  高 平均配水量 

中央配水区 
車尾水源地 

観音寺山配水池 LWL+55 .000 5,359ｍ3/日 

中 央 配 水 池 LWL+45 .400 48,782ｍ3/日 
戸上水源地 

福市水源地 

二本木水源地 
南部配水区 南 部 配 水 池 LWL+69 .000 3,352ｍ3/日 

日下配水区 日下水源地 日 下 配 水 池 LWL+94 .520 1,461ｍ3/日 

河岡配水区 河岡水源地 直  送  998ｍ3/日

水浜配水区 水浜水源地 直  送  156ｍ3/日 

福井配水区 福井水源地 福 井 配 水 池 LWL+56 .000 2,102ｍ3/日 

西尾原配水区 西尾原水源地 西尾原配水池 LWL+97 .000 1,057ｍ3/日 

高井谷配水区 高井谷水源地 高井谷配水池 LWL+86 .000 168ｍ3/日 

本宮配水区 本宮水源地 本 宮 配 水 池 LWL+137.700 22ｍ3/日 
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２－４ 現有施設

本市の水道事業では１３か所の水源地が存在していますが、このうち予備水源があり

常時稼動している水源地は１１か所です。

現有施設を以下に示します。

◆車尾水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市車尾南二丁目８－１

取 水 井 浅井戸 第３号（内径 ｍ 深さ ｍ）※

浅井戸 第４号（ ｍ× ｍ× ｍ）※

深井戸 Ｎｏ２（内径 ｍ 深さ ｍ）

深井戸 Ｎｏ３（内径 ｍ 深さ ｍ）

計画取水量 ㎥／日

計画取水量 ㎥／日

計画取水量 ㎥／日

計画取水量 ㎥／日

集 水 管 浅井戸第３号 有孔コンクリート管（内径 ｍ延長 ｍ）※

浅井戸第４号 有孔コンクリート管（内径 ｍ延長 ｍ）※

調 整 池 ＰＣ製（内径 ｍ 有効水深 ｍ） 容量 ㎥×２池＝ ㎥

ポ ン プ 室 鉄筋コンクリート造り ㎡ １棟

取 水 ポ ン プ 浅井戸第３号 電動機直結 渦巻ポンプ 台※ ㎥／時

浅井戸第４号 電動機直結 渦巻ポンプ 台※ ㎥／時

浅井戸第４号 電動機直結 渦巻ポンプ 台※ ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ２ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ３ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

送 水 ポ ン プ 電動機直結 × ㎜渦巻ポンプ ３台 ㎥ 時× ＝ ㎥ 時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結

※浅井戸３号及び浅井戸４号は予備水源

◆観音寺山配水池（面積 ㎡）

所 在 地 米子市長砂町

配 水 池 Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池 貯水量 ㎥

Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池 貯水量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ
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◆戸上水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市福市

取 水 井 浅井戸 第３号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第４号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第５号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第６号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第７号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第８号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第９号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

浅井戸 第１０号（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

深井戸 Ｎｏ １（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

深井戸 Ｎｏ ２（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

深井戸 Ｎｏ ３（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

深井戸 Ｎｏ ４（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

深井戸 Ｎｏ ５（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

管 理 棟 鉄筋コンクリート造り ㎡ １棟

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ 容量 ㎥× 槽＝ ㎥

調 整 池 ＰＣ製（内径 ｍ有効水深 ｍ） 容量 ㎥× 池＝ ㎥

ＰＣ製（内径 ｍ有効水深 ｍ） 容量 ㎥× 池＝ ㎥

取 水 ポ ン プ 浅井戸 第３号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第４号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第５号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第６号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第７号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第８号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第９号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

浅井戸 第１０号 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ １ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ２ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ３ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ４ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ５ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時
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送 水 ポ ン プ ｋＷ電動機直結 渦巻ポンプ 台（最大 台運転） ㎥／時× ＝ ㎥／時

ｋＷ電動機直結 渦巻ポンプ 台（最大 台運転） ㎥／時× ＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ 相 １台 ディーゼル機関 直結

消石灰

注入設備

処理水量 ㎥／日（最大）

消石灰注入率 ㎎／ℓ（最大）

炭酸ガス注入率 ㎎／ℓ（最大）

◆中央・南部配水池（面積 ㎡）

所 在 地 米子市長砂町

中央配水池 ステンレス製（ ｍ× ｍ× ｍ× 槽） １池 貯水量 ㎥

ステンレス製（ ｍ× ｍ× ｍ× 槽）

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

南部配水池 ステンレス製（ ｍ× ｍ× ｍ× 槽） １池 貯水量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

◆福市水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市福市

集 水 埋 管 ステンレス製スクリーン管（内径 ｍ 延長 ｍ）

取水ポンプ井 ｍ× ｍ× ｍ

取 水 ポ ン プ 水中モーターポンプ 台（順次２台運転） ㎥／時×２＝ ㎥／時

◆日下水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市日下

取 水 井 深井戸（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ １池 容量 ㎥

送 水 ポ ン プ 渦巻ポンプ ３台（順次２台運転） ㎥／時×２＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ 相 台 ディーゼル機関 直結

◆日下配水池（面積 ㎡）

所 在 地 米子市日下

配 水 池 製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池 ２槽） 貯水量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ
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◆河岡水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市河岡

取 水 井 深井戸（内径 ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ １池（２槽）

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

貯水量 ㎥

配 水 ポ ン プ 渦巻ポンプ ３台（順次２台運転） ㎥ 時×２＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 ディーゼル機関 直結

◆日吉津水源地（面積 ㎡）

所 在 地 西伯郡日吉津村日吉津

取 水 井 浅井戸（内径１ ｍ 深さ ｍ） ※ 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ 水中モーターポンプ ※ １台 ㎥／時

ブ ロ ア ー ｋＷ遊離炭酸除去用 ２台（交互運転）

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ １池（２槽） 貯水量 ㎥

ＬＷＬ ６ｍ

配 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ３台（順次２台運転） ㎥×２＝ ㎥／時

送 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ２台（交互運転） ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結

※予備水源

◆水浜水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市水浜

取 水 井 浅井戸（内径１ ｍ 深さ ｍ） 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ 水中モーターポンプ １台 ㎥／時

曝 気 塔 φ ㎜× ｍ １基

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ×４ ｍ １池（２槽） 貯水量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

配 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ２台（交互運転） ㎥／時

送 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ２台（交互運転） ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結
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◆二本木水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市流通町

取 水 井 深井戸（内径１ ｍ 深さ ｍ） ３井 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ 深井戸 Ｎｏ １ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ２ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ ㎥／時

深井戸 Ｎｏ ３ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ ㎥／時

曝 気 塔 φ ㎜× ｍ １基

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ １池（２槽） 貯水量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

配 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ※休止中 ２台（交互運転） ㎥／時

送 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ３台（順次２台運転） ㎥×２＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結

◆福井水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市淀江町福井 １

取 水 井 浅井戸（第 水源地）（内径 ｍ 深さ ｍ） １井 計画取水量 ㎥／日

浅井戸（第 － 取水井）（内径 ｍ 深さ ｍ）※１井 計画取水量 ㎥／日

浅井戸（第 － 取水井）（内径 ｍ 深さ ｍ）※１井 計画取水量 ㎥／日

深井戸（第 － 取水井）（内径 ｍ 深さ ｍ） １井 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ （第 水源地） ｋＷ 渦巻ポンプ １台（交互運転） ㎥／時

（第２ 地） ｋＷ 渦巻ポンプ １台（交互運転） ㎥／時

（第 － 取水井） 水中モーターポンプ※１台 ㎥／時

（第 － 取水井） 渦巻ポンプ※１台 ㎥／時

（第 － 取水井） 渦巻ポンプ １台 ㎥／時

ポ ン プ 井 ｍ× ｍ× ｍ １池（２槽） 有効容量 ㎥

送 水 ポ ン プ ｋＷ 渦巻ポンプ ４台（順次３台運転） ㎥× ＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結

（第 水源地） Ｖ ３相 １台 ディーゼル機関 直結

※第 － 取水井及び第 － 取水井は予備水源

◆福井配水池（面積 ㎡）

配 水 池 ＰＣ製（内径 ｍ 有効水深 ｍ） １池 貯水容量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ
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◆西尾原水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市泉 － 、淀江町西尾原宝ヶ瀬

取 水 井 深井戸 Ｎｏ １（内径 ｍ 深さ ｍ）

深井戸 Ｎｏ ２（内径 ｍ 深さ ｍ）

計画取水量 ㎥／日

計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ 深井戸 Ｎｏ １ ｋ 水中モーターポンプ 台

深井戸 Ｎｏ ２ ｋ 水中モーターポンプ 台

㎥／時

㎥／時

◆西尾原配水池（面積 ㎡）

配 水 池 ＰＣ製（内径 ｍ 有効水深 ｍ） １池 容量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

◆稲吉水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市淀江町稲吉 － の一部

取 水 井 深井戸（内径 ｍ 深さ ｍ） ※ １井 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ ※ １台 ㎥／時

受 水 池 ｍ× ｍ× ｍ １池 有効水量 ㎥

※予備水源

◆稲吉配水池（面積 ㎡）

配 水 池 Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池（２槽） 容量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

※現在は休止中

◆稲吉減圧水槽（面積８㎡）

減 圧 水 槽 ｍ× ｍ× ｍ １池 容量 ㎥

※現在は休止中

◆高井谷水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市淀江町高井谷 番地

取 水 井 深井戸（内径 ｍ 深さ ｍ） １井 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ １台 ㎥／時

◆高井谷配水池（面積 ㎡）

配 水 池 Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池（２槽） 容量 ㎥

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ
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◆本宮水源地（面積 ㎡）

所 在 地 米子市淀江町本宮宇山ノ上平

取 水 枡 湧水 取水枡（ ｍ× ｍ× ｍ） １か所 計画取水量 ㎥／日

取 水 ポ ン プ ｋＷ ㎜水中モーターポンプ 台（交互運転） ㎥／時

◆本宮配水池（面積 ㎡）

所 在 地 米子市淀江町本宮宇山ノ上平

配 水 池 Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池

Ｃ製（ ｍ× ｍ× ｍ） １池

ＨＷＬ ｍ ＬＷＬ ｍ

容量 ㎥

容量 ㎥

◆河岡送水ポンプ場（面積 ㎡）

所 在 地 米子市河岡

送 水 ポ ン プ ｋＷ ㎜多段ポンプ ２台（交互運転） ㎥／時

受 水 槽 ｍ× ｍ× ｍ １池（２槽） 容量 ㎥

◇陰田町加圧ポンプ場（面積 ㎡）

加圧ポンプ ｋＷ 渦巻ポンプ ２台（交互運転） ㎥／時

◇ビラ大山加圧ポンプ場（西尾原水源地内）

加圧ポンプ ｋＷ 渦巻ポンプ ３台 ㎥× ＝ ㎥／時

非常用発電機 Ｖ ３相 １台（ディーゼル機関 直結）
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第３章 現状と課題                              

３－１ 水道事業を取り巻く環境

（１）人口減少社会の到来

国立社会保障・人口問題研究所のデータによると、日本の総人口は、平成２２年の１億

２，８０６万人をピークに減少傾向に転じており、本市の給水人口も （平成３９）年には、

平成２２年の 人から 人減少し、 人になると推計されています。

人口の減少は、水道の使用量と密接に関係しているため、今後の水道事業運営に大き

な影響を及ぼすことが予想されます。

（２）自然災害等の脅威

平成２３年に発生した東日本大震災では、大きな揺れや津波などが東北地方を中心に

甚大な被害をもたらしました。約２５７万世帯にも及ぶ断水が発生し、生活用水はもとより

避難所でも水が使えないなど、災害時における給水確保の重要性が改めて浮き彫りになり

ました。

本市でも、平成１２年の鳥取県西部地震ではマグニチュード７．３（米子市震度５強、境港

市震度６強、日吉津村震度６弱）の大地震に襲われ、家屋などに甚大な被害を受けました。

水道施設では、水源地は幸いにも大きな被害はまぬがれましたが、配水管及び給水管な

どでは、道路内で２８０件・宅地内６１２件の破損事故を受けました。

以上のことから、この地震を教訓に「強靭な水道」を目指し自然災害等による被災を最小

限にとどめ、被災した場合であっても迅速に復旧できるしなやかな水道への取り組みを強

化する必要があります。

鳥取県西部地震の状況 水管橋橋台部の隆起
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（３）環境への配慮

水道事業は、良好な水循環の恩恵により成り立っていることから、環境に配慮した事業

運営が求められています。

一方で、浄水場やポンプ等の設備に多くの電力を使用するなど環境に負荷を与えている

側面があり、今後の施設整備においては二酸化炭素排出量の削減、再生可能エネルギー

の導入など、環境負荷の低減に向けた取り組みを検討する必要があります。

水源かん養林

米子市水道局は暮らしを守る「環境の森」として、日南町新屋字野組に広葉樹を中心とし

た水源かん養林１７７ｈａを保有し、日野川の水源かん養に努めています。

森の土には、栄養分となるナラ・ブナ・カシ・シイ・タブなどの落ち葉や枯れ枝が積もり

たくさんの微生物や小動物が住んでいます。

そのため、すき間の多い土となり、降った雨水をスポンジのようにどんどん吸収して

たくわえます。そして、すぐに流さずゆっくりと流します。

大雨が降っても洪水を防ぎ、たくわえた水をきれいにして、清らかで安全な水を生みだし

ています。
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３－２ 水道施設

本市の水道事業は創設後９０年が経過している状況にあり、経年により様々な問題が

発生している現有施設は、建物や機械・電気設備それぞれの耐用年数に応じた更新が

求められています。

今後の水需要の動向を踏まえ限られた財源の中での効率的かつ計画的な更新を進める

ことによって、常に施設機能を発揮できるよう維持管理していくことが重要な課題となって

います。

（１）水道局庁舎

基本方針を『地域密着型、防災拠点としての安全・安心、人と環境にやさしい』とし、より

よい水を未来へつなぐ～継承・発展型庁舎～が、平成２９年６月に完成しました。

建築に至った経緯は、昭和４６年に竣工した旧庁舎は、二度の大地震（阪神淡路大震災、

鳥取県西部地震）に遭遇し、耐震診断の結果『崩壊または崩壊する危険性がある』と耐震

性能に問題を抱えていました。

（２）中央配水池

平成２８年１１月に運用開始した中央配水池により、従来のポンプによる直圧方式から

更に安定的な自然流下方式となり、日野川以西の米子市、境港市及び日吉津村の全域を

給水しています。

配水池（タンク）を設けることにより一定量の水道水が貯留されるため、停電時においても

水圧低下や出水不良が起きにくく、常に安定した水圧で配水することができます。

また、水源地から配水池までの短い距離を、一定の水圧、流量で送水することにより、

ポンプの稼動に必要な電力が少なくて済みます。

（３）南部配水池

平成２８年１０月に運用開始した南部配水池により、直圧方式から更に安定的な自然

流下方式となり、米子市の尚徳・成実・五千石地区を配水区域としてお客様に給水してい

ます。中央配水池と同様に常に安定した水圧で配水することができ、安定供給、経費削減

を目指します。
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（４）観音寺山配水池

大正１５年、創設当時から運用している観音寺山配水池は、貯水量が ㎥と少量で

はありますが、現在でも旧市街地エリアを中心に安定供給の基地として貴重な存在となっ

ています。

平成１２年発生の鳥取県西部地震後、耐震診断を行ったところ、底板の耐震性が低いと

の診断結果が出されており、更新時期について的確な判断が求められています。

（５）車尾水源地

平成２８年度に中央配水池・南部配水池が運用開始したことにより、旧ポンプ室を含む

旧管理棟は廃止とし、第２の送水拠点となる新たな中央送水ポンプ場が平成２９年５月に

完成しました。

取水井については、深井戸Ｎｏ ２及び深井戸Ｎｏ ３は安定的な取水を持続するために

欠かすことのできない大切な水源として、水質基準項目等においても良質で安定した水質

を保持しています。今後も良好な水源の確保に努めます。

浅井戸第３号･浅井戸第４号の取水井は、予備水源としています。

（６）戸上水源地

米子市水道局の要である計画取水量 ㎥／日の戸上水源地は、常に施設機能を

発揮できるよう、今後の施設の老朽化に対応するため建築施設の補修及び電気・機械設

備更新を計画的に実施する必要があります。

また、１３井の取水井現状は取水量の低下傾向が見られ、安定的な水源水量の確保が

課題となっています。

（７）福市水源地

日野川伏流水を水源とした福市水源地は、平成１２年６月から集水埋管布設により計画

取水量 ㎥／日として取水を開始しています。この取水は日野川表流水の流量や

流れの状況により水質の影響を受けやすく、特に台風など河川が増水した際には、色度・

濁度・電気伝導率の変化が大きくなります。

平成２７年３月２３日及び２５日の水質検査からは、クリプトスポリジウムの指標菌である

大腸菌が検出され、水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断が

レベル３に該当することになりました。
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このことから、原水水質からみた適応性及び経済性から判断して、クリプトスポリジウムを

不活化することができる紫外線処理設備を設置し、運転管理を確実に実施することにより

安定した水質で安全な水を供給したいと考え、紫外線処理設備の整備を進めています。

（８）日下水源地

計画取水量 ㎥／日の日下水源地は、今後の施設の老朽化に対応するため建築

施設の補修、及び電気・機械設備更新を計画的に実施する必要があります。

また、日下水源地には配水池があることから、耐震性能等を考慮した更新を検討する

必要があります。

（９）河岡水源地

計画取水量 ㎥／日の河岡水源地は、今後の施設の老朽化に対応するため建築

施設の補修、及び電気・機械設備更新を計画的に実施する必要があります。

また、河岡水源地には、河岡送水ポンプ場があることからポンプ場電気設備の更新も計

画的に実施していく必要があります。

（１０）日吉津水源地

日吉津水源地は、災害等で水源水量を融通するなど、さまざまなリスクに対処するために

予備水源としています。

（１１）水浜水源地

計画取水量 ㎥／日の水浜水源地は、今後の施設の老朽化に対応するため建築

施設の補修、及び電気・機械設備更新を計画的に実施する必要があります。

（１２）二本木水源地

計画取水量 ㎥／日の二本木水源地は、今後の施設の老朽化に対応するため建

築施設の補修、及び電気・機械設備更新を計画的に実施する必要があります。
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（１３）福井水源地

計画取水量 ㎥／日の福井水源地は、第２水源が揚水調査井から取水している

ため安定取水に問題があります。

福井水源地第３集水井は、平成２６年度にクリプト指標菌である大腸菌が検出されました。

平成２７年度に廃止し、代替水源として開発した西尾原水源地深井戸Ｎｏ ２から良質な原

水を確保し安定供給に努めています。

浅井戸第６－１・浅井戸第６－２水源取水井は、現在予備水源としています。

（１４）西尾原水源地

計画取水量 ㎥／日の深井戸Ｎｏ １取水井は、揚水調査井から取水しているため

取水濁度の上昇が懸念されており、安定取水に問題があります。

新水源として開発した深井戸Ｎｏ ２は、廃止した福井水源地第３集水井の代替水源とし

て取水量の安定確保に努めています。

（１５）稲吉水源地

稲吉水源地は、災害等で水源水量を融通するなど、さまざまなリスクに対処するために

予備水源としています。

（１６）高井谷水源地

計画取水量 ㎥／日の高井谷水源地は、常に施設機能を発揮できるよう維持管理し

ていくことが課題となっています。

（１７）本宮水源地

計画取水量 ㎥／日の本宮水源地は、水源が湧水であることから環境からの影響を

顕著に受ける水源であります。

平成２２年度に取水桝破損に起因してクリプト指標菌である大腸菌が検出され、これに

対応するため浄水施設としてフィルター設備を設置しています。管理を確実に実施する

ことにより安全な水道水の供給に努めています。
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水道施設の備えるべき耐震性能 

レベル１地震動 レベル２地震動

重要な 

水道施設 
健全な機能を損なわないこと 

生ずる損傷が軽微であって、機能に重大な 

影響を及ぼさないこと 

それ以外の

施設 

生ずる損傷が軽微であって、機能に重大

な影響を及ぼさないこと 

レベル１地震動：施設の供用期間中に発生する可能性（確率）が高い地震動

レベル２地震動：過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大規模の強さを有する地震動

水道施設の重要度分類 

重要な 

水道施設 

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設

・配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生ずる恐れが高いもの

・配水施設のうち、配水本管及びこれに接続するポンプ場、配水池等、並びに配水本管

を有さない水道における最大の容量の配水池等 

それ以外の

施設 
・上記以外の施設

水道局新庁舎・車尾水源地 中央配水池・南部配水池・戸上水源地 
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Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

（ｍ）（％）
耐震化率の推移

耐震管の延長（ｍ） 管路の耐震化率（％）

３－３ 管 路

平成２８年度末の水道管の管種別延長と管種の内訳は次表に示すとおりであり、導水管、

送水管、配水管を合わせた総延長は ｋｍとなっています。

更新需要への対応が重要な課題となり、地震災害時などの非常時において、その影響を

最小限に抑え水の安定供給を確保するため、計画的に管路の耐震化率を引き上げる取り

組みが必要となります。

管種別延長（平成 年度） （単位：ｍ）

管 種 導 水 管 送 水 管
配 水 管

口径 ｍｍ以上

配 水 管

口径 ｍｍ以下
計

鋳 鉄 管

（ 内 耐 震 管 ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

鋼 管

石 綿 管

ビ ニ ー ル 管

ポ リ エ チ レ ン 管

そ の 他

合 計

管路の耐震化率の推移

年 度 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

管路の耐震化率（％）

耐震管の延長（ｍ）
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導水管延長 （単位：ｍ）

口 径 年度末総延長 増 減 年度末総延長

ｍｍ以下  
ｍｍ  
ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

合 計

送水管延長 （単位：ｍ）

口 径 年度末総延長 増 減 年度末総延長

ｍｍ以下

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

合 計
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配水管延長 （単位：ｍ）

口 径 年度末総延長 増 減 年度末総延長

ｍｍ以下 △

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ △

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

合 計 △

（１）鋳鉄管

創設時から昭和３０年代に布設した鋳鉄管（ＣＩＰ）は、硬くて脆い鋳鉄であることに加え

内面被覆がなされてなく腐食の進行も著しく、更新が急がれます。

平成１２年の鳥取県西部地震以降、管路更新にあたっては耐震管の使用を増やし、平成

１５年度からは鋳鉄管の全てを耐震管とし、強くしなやかな水道を目指しています。

耐震型鋳鉄管の管種について、平成１５年度から口径１００ｍｍ以上の配水管等を、「ＮＳ

形ダクタイル鋳鉄管」へ、更に平成２７年度から口径１００ｍｍから４００ｍｍの配水管等を、

「ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管」へ移行しました。

（２）鋼 管

多くは、河川などを横断するための水管橋や橋梁添架管として使用していますが、近年

の布設か所は限定されています。国道４３１号に布設された基幹管路水管橋は、老朽化が

進み早期の更新に取り組む必要があり、そのため代替ルートの布設を含めた更新計画を

検討しています。
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（３）石綿管

石綿管の更新は、平成１０年度から厚生労働省の補助を受けて積極的に取り組み、更新

事業としては完了しました。

残る石綿管の延長数は平成２８年度末で１００メートルとなりますが、道路改良及び

下水道工事などとの同路線のため、それらの工事と同時施工を行い、工事の重複を避け

て更新に努めています。

（４）ビニール管

配水管としての使用は、口径５０ｍｍ以下が最も多い状況です。

近年、老朽化したビニール管は漏水が増加傾向にあり、平成１５年度からは口径５０ｍｍ

以下の管種として柔軟性に優れているポリエチレン管を採用し、ビニール管を配水管とし

て布設することはなくなりました。

（５）ポリエチレン管

平成２２年度に災害に強い水道を目指し、耐震性、耐腐食性にも優れた配水管として、

口径７５ｍｍ以下の管路について「水道用配水ポリエチレン管」を採用しました。

経済性・施工性に優れた水道用配水ポリエチレン管の需要は、今後も高まることが予想

され、管路の耐震化率向上に努めていく必要があることから口径１００ｍｍにおいても

平成２９年度から採用しています。

この管種の特徴は鋳鉄管と同レベルの耐震性能を有しますが、音が伝わりにくい材質の

特性から維持管理における漏水調査が困難であることが課題となっています。

（６）鉛 管

鉛製給水管は、材質がやわらかく加工が容易なことから、本市でも概ね昭和３２年まで

使用されてきましたが、健康への影響が懸念され、また経年劣化により漏水の原因と

なっています。

公道部分の鉛製給水管は配水管更新工事の際に取替えを行い解消に向っていますが、

宅地内には鉛製給水管が残存しています。該当するお客様に適切な使用方法と更新の

必要性について説明を行い宅地部分の更新を促し、鉛製給水管の解消に努めています。
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３－４ 取 水

（１）年間取水量の現状

水源別取水量実績から、車尾水源・戸上水源・福市水源の３水源が全体の９割弱の取水

量を占めています。

水源別年間取水量実績 （㎥ 年）

水 源 名 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

車 尾 水 源

戸 上 水 源

福 市 水 源

日 下 水 源

河 岡 水 源

日吉津水源

水 浜 水 源

二本木水源

福 井 水 源

西尾原水源

稲 吉 水 源

高井谷水源

本 宮 水 源

合 計

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

万㎥

車尾水源

戸上水源

福市水源

日下水源

河岡水源

日吉津水源

水浜水源

二本木水源

福井水源

西尾原水源

稲吉水源

高井谷水源

本宮水源
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（２）計画取水量と取水実績

既設の深層地下水、浅層地下水、湧水の水源については、過去５年間の実績から計画

取水量での取水は可能であると判断します。

しかしながら、個々の取水井は老朽化傾向にあり将来にわたって取水量を安定確保する

ためには、水源の更新計画が必要と考えられます。

計画取水量及び実績

水 源 名 種 別
計画取水量

（㎥ 日）

過去実績（㎥ 日）

年度 年間最大

車 尾 水 源

第 号（浅井戸） 浅層地下水 予備 予備 予備

第 号（浅井戸） 〃 予備 予備 予備

№ （深井戸） 深層地下水

№ （深井戸） 〃

戸 上 水 源

第 号（浅井戸） 浅層地下水

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

第 号（浅井戸） 〃

№ （深井戸） 深層地下水

№ （深井戸） 〃

№ （深井戸） 〃

№ （深井戸） 〃

№ （深井戸） 〃

福 市 水 源 伏流水

日 下 水 源 深層地下水

河 岡 水 源 深層地下水

日吉津水源 浅層地下水 予備 予備 予備

水 浜 水 源 浅層地下水

二本木水源

№ 深層地下水

№ 〃

№ 〃

福 井 水 源

第 水源 浅層地下水

第 水源 〃 予備 予備 予備

第 水源 〃 予備 予備 予備

第 水源 深層地下水

西尾原水源
№ 深層地下水

№ 〃

稲 吉 水 源 深層地下水 予備 予備 予備

高井谷水源 深層地下水

本 宮 水 源 湧水

合 計
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総配水量

中央配水区

南部配水区

日下配水区

河岡配水区

水浜配水区

福井配水区

西尾原配水区

高井谷配水区

本宮配水区

３－５ 配 水

過去１１年間の実績から、総配水量の推移は減少傾向を示しています。人口減少社会へ

移行するなかで、節水意識の定着や節水機器等の普及などから、当面この傾向が継続し

ていくと考えます。

配水区別の配水量の割合は、以下の図で示すとおり中央配水区が全体の８６％を占め

ています。負荷率は１日平均配水量÷１日最大配水量とします。

配水量実績

年度 総配水量（㎥）
配水量（㎥）

有収水量（㎥） 有収率（％） 負荷率（％）
日最大 日平均

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

（㎥）
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３－６ 浄水処理

（１）浄水処理の現状

清浄で安全な水を供給することは、水道事業者にとって最も基本的な使命です。

地下水と一部日野川伏流水を水源とする水道水を提供していますが、いつでも安心して

飲める水道水となるように適切な浄水処理や水質検査体制を充実させながら、水質管理

の強化を目指しています。

安全な水道水をお客様にお届けするために、水質基準５１項目が厚生労働省令で定め

られ、水道により供給される水はこの基準に適合していなければなりません。また水質基準

項目以外にも、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が２６項目設

定されています。

戸上水源地の浅井戸及び深井戸は、日野川の河川表流水が地下水に影響を与えてい

ることが懸念されるため水質管理体制の強化を図り、腸管寄生性原虫クリプトスポリジウム

等に対応する指標菌検査として、大腸菌検査と併せて嫌気性芽胞菌検査を全取水井で

毎月実施しています。

福市水源地の伏流水取水はクリプトスポリジウムの指標菌である大腸菌が検出されたこと

から、紫外線処理施設の整備を進め安全確保に努めます。 
浄水については、老朽化による取水井の水質悪化と老朽化配水管等からの鉄溶出に

伴う赤水の発生が課題となっています。赤水の発生には、溶存酸素・ｐＨ値・アルカリ度・

硬度・ランゲリア指数・電気伝導度・残留塩素・温度・流速といった項目が関係していること

は既に広く知られていますが、大きな要因としては日本の水自体が軟水であることや、ｐＨ

値が低いこと、遊離炭酸の増加により腐食性が強くなっていることがあり、特に本市水源の

大方を占める地下水においては、遊離炭酸を多く含んでいます。

水浜水源地・二本木水源地では遊離炭酸が多く含まれていることからエアレーション法に

よる除去を行っています。また、福市水源地の伏流水取水においては水質改善対策として

消石灰と炭酸ガス注入によるｐＨ値調整を行い、遊離炭酸除去及び水の腐食性の軽減を

行っています。

水質調整法としてはアルカリ剤を注入する薬品注入法とエアレーション法とがありますが、

本市においては両方の施設が稼動しています。
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レベル１

隔絶性の確認 

（２）クリプトスポリジウム等対策の検討

平成１９年４月１日より適用された「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づ

き、水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度に応じた取り組みを

検討する必要があります。各分類に対応した施設整備、原水等の検査、運転管理等の

対応措置が求められます。

水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断の流れ

原水での 

指標菌の検出

あり はい

なし いいえ

原水は地表水 

等が混入していない 

被圧地下水のみ

いいえ 

はい 

より良質な原水を確保する水源更新計画のレベル 

レベル２

原水の指標菌検査 

による監視の徹底 

レベル３

適切なろ過の実施 

又は 

紫外線処理 

原水は地表水 

レベル４

適切なろ過の実施 
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３－７ 危機管理

（１）水運用の対応

本市の給水区域は９つの配水区に分けて運用しています。

想定される渇水や地震など、さまざまなリスクに広域的に対処するためには、水源地間の

水融通によるバックアップ体制の確立などの円滑な水運用が課題となっています。

水運用の現状を以下に示します。

 
 
 
 
 

南部配水区

 
 

 
       ㎥ 日

 
㎥ 日

 

日野川伏流水

（福市水源地）

㎥ 日 

南部

配水池

㎥

戸上水源地

㎥ 日

中央配水区（米子市、境港市、日吉津村）

㎥ 日

連絡管

中央

配水池

㎥

日吉津水源地（予備）

㎥ 日

 
車尾水源地

㎥ 日

観音寺山

配水池

㎥

水浜配水区

 
 

 
㎥ 日

水浜水源地

㎥ 日

日下配水区連絡管

二本木水源地
㎥ 日 河岡送水ポンプ場

㎥ 日

福井配水区連絡管

西尾原配水区連絡管

河岡配水区連絡管

河岡配水区連絡管

㎥ 日

㎥ 日
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高井谷配水区

㎥ 日

福井配水区

㎥ 日

日下配水区

福井水源地
㎥ 日

河岡配水区

河岡水源地
㎥ 日

稲吉水源地（予備）

㎥ 日

高井谷水源地
㎥ 日

河岡送水ポンプ場

西尾原配水区

本宮配水区

㎥ 日 

西尾原水源地
㎥ 日

本宮水源地
㎥ 日

西尾原

配水池

㎥

福井

配水池

㎥

二本木水源地
㎥ 日

日下水源地
㎥ 日

高井谷

配水池

㎥

本宮
配水池

㎥

中央配水区連絡管
中央配水区連絡管

連絡管

連絡管

連絡管

水浜配水区連絡管

戸上水源地
㎥ 日

㎥ 日

連絡管

水浜水源地
㎥ 日

中央配水区連絡管

水浜配水区連絡管

日下
配水池

㎥

㎥ 日

連絡管

連絡管

連絡管

㎥ 日
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（２）災害対策用備品

災害時の応急給水対応として下記の設備を備えています。

（平成２９年３月３１日時点）

給水タンク車

◆給水タンク車 ２ ０００ℓ ２台

◆積載用給水タンク １ ０００ℓ ３台

◆給水用ポリ容器 １０～２０ℓ ２５３個

◆給水袋 ６ℓ ５ ６００袋

◆その他広報車など

（３）応急給水拠点

給水区域内において、災害発生時に応急給水が可能な施設は下記のとおりです。

◆米子市車尾南二丁目８番１号 米子市水道局 庁舎

◆米子市福市１０４７番地１ 米子市水道局 戸上水源地

◆米子市長砂町１０１９番地１ 米子市水道局 中央配水池

◆境港市上道町２０２５番地７ 米子市水道局 境港営業所

米子市水道局庁舎応急給水用給水栓 災害救援ベンダー（※）

※災害救援ベンダーからは、災害時に飲料水が無料にて供給されます。

（売上の一部は「緑の募金」に寄付され、森林整備に役立っています。）
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Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

（百万円）
水道料金収入の推移

３－８ 経営環境

将来にわたり、お客様に安全な水道水を安定して供給するためには、水道事業を持続的

に経営することができる財源の確保が重要となります。

これまで本市では、経営基盤の強化及び事業運営の効率化を図るために、配水施設の

一元化、検針業務の民間委託、人件費の抑制など経費の削減に取り組んできました。

さらに、高金利の企業債の積極的な繰上げ償還により健全で効率的な事業運営に努め

てきました。

しかし、一層進行すると見込まれる人口減少は、水道事業収入の大部分を占める料金

収入の減少に直結しており、経営環境はますます厳しくなることが予想されます。

今後も、更なる経営の効率化や経費削減に努めるとともに、中・長期的な視点に立って、

必要となる資金を確保できるよう、経営基盤の強化に向けた様々な取り組みが必要となりま

す。

消費税含まず
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３－９ お客様サービス

本市では、平成２２年度から「米子市水道局ＰＲ推進委員会」を設置し、広報・広聴活動

に取り組んでいます。水道事業を取り巻く状況を丁寧に説明することにより、事業の経営に

ついて、お客様の理解を得るようコミュニケーションを図る必要があります。

また、お客様の利便性の向上を図るため、営業時間外での集金業務やコンビニエンス

ストアでの水道料金収納を開始し、収納手段の拡充に努めてきました。

今後も、「収納手段の多様化」や「窓口対応の充実」などに更に取り組む必要があります。

お客様サービスの取り組み 

・ホームページによる情報の公開

ＵＲＬ

・米子市水道記念館の公開

米子市水道記念館は、米子の水道のあゆみをパネルや写真で紹介し昭和２０年代から

昭和３０年代に使用していた水位計や塩素滅菌機などを展示しています。

水道創設当時、ポンプ室として建てられ、外観は白壁に赤瓦、一部にアーチの窓がある

ロマネスク風のモダンな建築です。平成１０年には、鳥取県の「県民の建物１００選」に選ば

れました。また、平成１３年には国の登録有形文化財として登録されました。

また、「名水の郷 よなご」の水道局を知っていただくために、「水道施設の見学」を積極

的に行っています。

米子市水道記念館 創設記念碑
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・なっとく水道ハウス

「なっとく水道ハウス」は、水道本管からご家庭の蛇口に水が出るまでの道のりが一目で

わかる水道モデルハウスです。

このハウスは、お客様のご家庭における給水装置などへの認識を深めていただくことの

ほか、多種多様化する給水装置の構造及び機能を実体験することにより、職員の技術

研修活用の場とすることを目的としています。

なっとく水道ハウス 水道管展示スペース

・ＰＲキャラクターの誕生

米子市水道局に待望のＰＲキャラクターが平成２４年に誕生しました。

その名は「パッキン☆マン®」です。今後、米子市の水道をＰＲするためイベント等に登場し

ます。「パッキン☆マン®」の誕生にあわせ、水道局使用車両のデザインも変更しました。

パッキン☆マン
®

デザイン使用車両
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・ペットボトル水『よなごの水』

米子市水道局では、米子市の水道水のおいしさをＰＲするため、平成１７年からペットボト

ル水『よなごの水』を製造・販売しています。

車尾水源地の深井戸Ｎｏ ３により、地下８６メートルから汲上げた原水に加熱殺菌処理を

行いペットボトルに詰めたもので、毎日新聞社発行『サンデー毎日（平成２１年１１月号）』の

「日本一激ウマの水道水はココだ！」の記事において、激ウマ銘柄として紹介されました。

東日本大震災時には災害支援物資として被災地へ贈り、また、諸会議や『ふるさと納税』

記念品等への提供もおこなっており、皆様から大変好評をいただいています。

ペットボトル水『よなごの水』

・水道週間

水道週間は、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体等によって実施

される様々な広報活動等の運動を通して、国民に対して水道の現状や議題について理解

を深め、今後の水道事業の取組みについて協力を得ることを目的として毎年実施されてい

ます。

米子市水道局では、以下の行事を実施しています。

①水源地の一般公開

②水道週間ポスターの掲示

③一日水道局長の委嘱

④ＰＲポロシャツ着用デー

⑤日野川源流と水源かん涵林探訪ツアー（平成２７年度、２８年度、２９年度）

⑥ボランティア活動（水道設備点検）
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（人）

年齢別職員構成（平成 年 月 日時点）

事務職 技術職

３－１０ 人材育成

現在の職員構成は、年代的な偏りが大きく将来の安定的な運営に対しては望ましい

構成とはいえない状況となっています。

多様化・高度化する水道の諸課題に的確に対応していくためには、水道施設の運営に

関する専門的な知識や経験を有する職員を確保し、継続的に育成していくことが重要で

す。

技術者の確保については、「米子市水道局職員人材育成基本方針」を定め「人事管理」、

「職員研修」、「職場環境づくり」を人材育成の３本の柱とし相互に連携した総合的、計画的

な取り組みに努めます。
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経常収支比率（％）

３－１１ 業務指標による評価

事業の評価にあたっては、施設状況の現状を踏まえた評価ならびに各種指標などを

活用し、類似事業体との比較などを定量的に行うものとします。

都市の公共基盤施設などの量的・質的な向上を図るには、現状のサービス水準を的確

に把握し、財政の健全性を維持しながら着実に目標に向けて進展させることが重要となり

ます。

現状の施設機能およびサービス水準を把握・分析するためには、事業の平均像を把握し、

都市形態が類似している事業体と比較する方法があります。

この方法は、事業体ごとの事業環境や懸案事項の違いによって安易な数値比較はでき

ませんが、水道事業の現状を客観的に評価するためには有効といえます。

本事業における各指標値を、比較対象事業体（平成２７年度、給水人口規模 人

以上 人未満）の平均値と比較することにより、業務状況の評価を行うこととします。

（１）経常収支比率 （単位 ％）

経常収支比率＝〔（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）〕×１００

経常収支比率は、収益性を見るときの最も代表的な指標であり、経常費用が経常収益に

よってどの程度賄われているかを示すものです。

値が高いほど経常利益率が高いことを示し、これが１００％未満であることは、経常損失が

生じていることを意味しています。
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企業債償還元金対減価償却費率（％）

総収支比率（％）

（２）総収支比率 （単位 ％）

総収支比率＝（総収益／総費用）×１００

総収支比率は、収益性を見るうえでの指標であり、総費用が総収益によってどの程度

賄われているかを示すもので、この比率が１００％未満の場合は、収益で費用を賄えないこ

ととなり、健全な経営とは言えなくなります。

（３）企業債償還元金対減価償却費比率 （単位 ％）

企業債償還元金対減価償却費比率＝

（建設改良のための企業債償還元金／当年度減価償却費）×１００

水道事業は、設備投資の財源として企業債への依存度が高く、減価償却費に占める

企業債償還金の割合も必然的に高いものとなります。

企業債償還元金対減価償却費比率は、投下資本の回収と再投資とのバランスをみる

指標であり、一般的にこの比率が１００％を超えると、再投資を行うに当たって企業債など

の外部資金に頼らざるを得なくなり、投資の健全性が損なわれることになります。
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供給単価（円 ｍ ）

料金回収率（％）

（４）供給単価 （単位 円 ㎥）

供給単価＝給水収益／年間総有収水量

供給単価は、有収水量１㎥当たりの給水収益の割合を示すもので、水道事業でどれだけ

の収益を得ているかを表す指標の一つです。

（円 ㎥）

（５）料金回収率 （単位 ％）

料金回収率＝（供給単価／給水原価）×１００

料金回収率は、給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状況

の健全性を表す指標の一つです。

料金回収率が１００％を下回っている場合、給水にかかる費用が料金収入以外の収入で

賄われていることを意味しています。
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管路の更新率（％）

管路の耐震化率（％）

（６）管路の更新率 （単位 ％）

管路の更新率＝（更新された管路延長／管路延長）×１００

管路の更新率は、管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示すもので、信頼

性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つです。

毎年１％程度で推移している場合には、水道事業体における管路更新事業規模がおお

むね１００年周期であると考えることができます。

（７）管路の耐震化率 （単位 ％）

管路の耐震化率＝（耐震管延長／管路延長）×１００

管路の耐震化率は、導・送・配水管（配水支管を含む）全ての管路の延長に対する

耐震管の延長の割合を示すものであり、地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性

を表す指標の一つです。
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（㎥ 日）（人）

給水人口及び 日平均給水量の推移

日平均給水量（㎥ 日） 給水人口（人）

第４章 水需要の将来予測                           

４－１ 水需要の減少

本市の水需要は、人口、水量とも減少傾向にあり、将来にわたって水道の安全性、安定

供給を確保していくためには事業を効率化し、長期的な見通しに基づいて計画的に取組

む必要があります。

水道事業基本計画の目標年度である （平成３９）年度では、計画給水人口

人、１日平均給水量 ㎥／日の見込みとなっています。

第 4 章 水需要の将来予測 
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４－２ 給水人口及び給水量の算出方法

○ （平成２２）年度～ （平成２８）年度の過去 ヵ年実績を基に、水道ビジョン目標

年度の （平成３９）年度までの人口及び水量を推計します。

○行政区域内人口は給水対象である米子市、境港市、日吉津村の２市１村単位で推計し

ます。

○給水対象の２市１村全域が給水区域となっており、行政区域内人口＝給水区域内人口

とします。

給水人口及び給水量の算出フローを以下に示します。

 

行政区域内人口の実績 用途別使用水量の実績

行政区域内人口の決定

水道局統計値

上位計画

社人研推計値

給水区域内人口の決定

給水普及率の設定

給水人口の決定 給水戸数の決定

世帯構成人員数設定

生活用水量の決定

生活用水原単位（ 人 日平均使用水量）の設定

業務・営業用、工場用、

その他用水量の決定

有収水量の決定

有収率・有効率の設定

有効水量・一日平均給水量の決定

負荷率の設定
一日最大給水量の決定
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給水実績表

 

H22年度

人 日平均使用量

（㍑ 人 日）

日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

浴 場用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

官 公署
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

学 校用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

病 院用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

事 務所
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

営 業
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

工 場用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

そ の 他
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

随 時
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

給 水 戸 数 （ 戸 ）

負 荷 率 （ ％ ）

日 平 均 給 水 量 （ ㎥ 日 ）

日 １ 人平均給水量 （ ㍑ 人 日）

１ 日 最 大 給 水 量 （ ㎥ 日 ）

１ 日 １ 人最大給水量 （ ㍑ 人 日）

有 収 率 （ ％ ）

有 効 率 （ ％ ）

生 活用有

収

水

量

　　　　項目　　　　　　　　　　　　　　
年度

行 政 区 域 内 人 口 （ 人 ）

給 水 区 域 内 人 口 （ 人 ）

給 水 人 口 （ 人 ）

普 及 率 （ ％ ）

計

有

効

水

量
無 収 水 量 （ ㎥ 日 ）

用

途

別

水

量
無 効 水 量 （ ㎥ 日 ）
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米子市

境港市

日吉津村

４－３ 行政区域内人口の推計

（１）人口推移の実績

水道局統計における、米子市、境港市及び日吉津村の過去７ヵ年における、行政区域内

人口推移は以下のとおりとなります。

人口推移（水道局統計実績） （単位：人）

年度

平成 年度

年度

平成 年度

年度

平成 年度

年度

平成 年度

年度

平成 年度

年度

平成 年度

年度

平成 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

（人）

（人）

（人）
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（人） 水道局統計 国勢調査

図・表によると、過去の人口推移は米子市で微増の年度もありますが、全体的には減少

傾向を示しています。境港市は、減少の一途をたどっています。日吉津村については全国

的に減少傾向にある中、人口推移は増加傾向を示しています。

また国勢調査における、米子市、境港市及び日吉津村の過去６ヵ年の行政区域内の

人口推移は以下のとおりとなります。５年毎の国勢調査値であり、 （平成２２）年度及び

（平成２７）年度の国勢調査値を基に直線補間により算出しています。

人口推移（国勢調査ベース実績） （単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

※国勢調査は 及び 年度（青字部分）

図・表によると、２市１村における行政区域内の人口推移の実績は、水道局統計は減少

傾向を示しています。

（平成２７）年度の国勢調査は人口減少が予測される中、 （平成２２）年度調査と

同水準を示しています。
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（２）行政区域内人口の将来予測

米子市、境港市及び日吉津村の上位計画及び、国立社会保障人口問題研究所（以下

「社人研」）による人口推計は以下のとおりとなります。

〔上位計画推計値〕

米子がいな創生総合戦略（平成２７年１０月） （単位：人）

米 子 市

人口推計

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

境港市人口ビジョン・総合戦略（平成２７年１０月） （単位：人）

境 港 市

人口推計

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

日吉津村地方創生総合戦略（平成２７年９月） （単位：人）

日吉津村

人口推計

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

〔社人研推計値〕 （単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

※推計値は （平成２７）年度、 （平成３２）年度及び （平成３７）年度

（青字部分）となります。中間年次は推計値を基に直線補間とします。
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（人）
実績値 水道局統計値 上位計画 社人研

人口推移の予測は、米子市水道局統計値からの推計値、米子市、境港市及び日吉津村

による上位計画推計値、社人研推計値との比較により検討します。

米子市水道局統計推計値は、２市１村の （平成２２）年度及び （平成２７）年度の

実績値を基に直線補間により算出します。上位計画による推計値は、平成２７年総合戦略

による人口ビジョンから （平成２７）年度、 （平成３２）年度、 （平成３７）年度の

推計値を基に直線補間により算出します。社人研は （平成２７）年度、 （平成３２）

年度、 （平成３７）年度の推計値から算出します。

〔２市１村の人口推計値〕 （単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

水道局統計値

上 位 計 画

社 人 研

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

図・表によると、将来人口は水道局統計値が最も多く、上位計画推計値、社人研推計値

の順となります。
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（人） 上位計画値 決定値（補正後） 実績値

（３）将来予測値の選定

上位値と下位値の差は１０年計画最終年度の （平成３９）年度で 人です。

一般に拡張による水源確保等では上位値を採用しますが、更新や維持管理の時代では、

より現実に近い値や下位値が採用されます。

今計画では、上位計画推計値が中間値となりましたが、市町村が作成する直近での人口

ビジョンである総合戦略との整合を図る意味においても、上位計画推計値（総合戦略人口

ビジョン）を採用することとします。

（４）行政区域内人口の決定

行政区域内人口は２市１村の上位計画である総合戦略人口ビジョンの推計値を採用しま

す。ただし、水道統計ベース（３月値）と差異があるので補正します。

補正は下記の算式の差異で行います。

補正値＝ （平成２８）年度水道統計実績値－ （平成２８）年度上位計画推計値

＝ 人－ 人＝ 人

この補正値を将来一律に加え、補正した決定値を以下に示します。

（単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

上 位計 画

決 定 値

年度 年度 年度 年度 年度 年度

上 位計 画

決 定 値
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（％）
（人）

給水人口（人） 給水普及率（％）

４－４ 給水人口の推計

（１）給水区域内人口

給水区域は、米子市、境港市及び日吉津村の全域であり、行政区域内人口＝給水区域

内人口とします。

（２）給水人口

給水普及率の実績は以下のとおりとなります。

（単位：人、％）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

給水区域内人口

給 水 人 口

給 水 普 及 率

給水普及率の実績は９９％以上で高い値を示しており、水道ビジョンの目標年度である

（平成３９）年度まで９９．２％の一定とします。

給水人口＝給水区域内人口×給水普及率により算出すると以下のとおりとなります。

（単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

給水区域内人口

給 水 人 口

年度 年度 年度 年度 年度

給水区域内人口

給 水 人 口
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（人 戸）（戸）

給水戸数（戸）

戸当り人数（人 戸）

（３）給水戸数

給水戸数の実績を以下に示します。

（単位：人、戸、人／戸）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

給 水 人 口

給 水 戸 数

戸当り人数※

１戸当たりの構成人数は核家族化の影響を受けて徐々に減少しています。今後もこの

傾向が続くものと考え、給水戸数は水道ビジョン目標年度の （平成３９）年度までに、

（平成２８）年度～ （平成３０）年度は前年比０．４％増、 （平成３１）年度～

（平成３５）年度は前年比０．２％増、 （平成３６）年度～ （平成３９）年度は

前年比０．１％増の予測し推計します。

（単位：人、戸、人／戸）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

給 水 人 口

給 水 戸 数

戸当り人数※

年度 年度 年度 年度 年度

給 水 人 口

給 水 戸 数

戸当り人数※

※１戸当り人数の予測は、集合住宅数（マンション等）を考慮した推計値とします。

１戸当り人数 ＝ 給水人口 ÷〔（給水戸数－集合住宅棟数）＋集合住宅戸数〕
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生活用水量（㎥ 日） 生活用水原単位（ℓ/人 日）

４－５ 用途別水量の予測

（１）生活用水

生活用水の算出は、 給水人口 × 生活用水原単位 が基本であり、生活用水原単位を

設定して算出します。

生活用水の実績を以下に示します。 （単位：ℓ／人／日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

生 活 用 水 原 単 位

生活用水量（㎥ 日）

実績値は使用水量、原単位ともに減少しています。生活用水原単位は水使用機器の

節水化、お客さまの節水意識の向上により減少傾向にありましたが、近年はやや横ばい状

況にあります。

水道ビジョン目標年度の （平成３９）年度までの予測は、 （平成２８）年度及び

（平成３９）年度の生活用水（飲料、食器洗浄、炊事、洗面、風呂、洗濯、掃除、水洗ト

イレ、手洗い、洗車、散水、凍結防止用水）の推計値を基に直線補間により算出することと

します。 （単位：生活用水原単位 ℓ／人／日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

給 水 人 口 （ 人 ）

生 活 用 水 原 単 位

生活用水量（㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度

給 水 人 口 （ 人 ）

生 活 用 水 原 単 位

生活用水量（㎥ 日）
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（平成２８）年度生活用水量（原単位）の実績を以下に示します。

生活用水 平成２８年度 H28.5.10現在

用　途 計画水量 根　拠 参考資料
㊕ 一世帯当り

の人数
 2.19人/戸 一世帯当りの人数：給水人口÷(給水戸数－集合住宅数[ﾏﾝｼｮﾝ等]＋集合住宅戸数)

：185,035人÷（(75,635戸－415棟)＋9,425戸）＝2.186≒2.19人/戸

水道局営業課

⑴ 飲料水  0.6ℓ
[人・日]

➀1.0ℓ/人×0.59(㊟1水道局独自ｱﾝｹｰﾄ:1,700人)＝0.59ℓ/人
㊟1:ⅰいつも飲んでいる：42％

  ⅱあまり飲まない+直接飲むことはない：58％(58％×0.3㊟2=17％加算)
 ㊟2:ⅱの回答の内30％程度の人が浄水器使用

水道局

独自アンケート

⑵ 食器洗浄
用水

21.9ℓ
[人・日]

◎手洗い
➀手洗い用水(朝・昼)：5ℓ/分×2分㊟3×2回÷2.19人/戸＝9.13≒9.1ℓ/人
➁手洗い用水(夜)　　：5ℓ/分×4分㊟3×0.67(手洗い率)÷2.19人/戸＝6.12≒6.1ℓ/人
　㊟3:食器１点当り13.5秒[つけ置き洗い後のすすぎ]◆
➂つけ置き水量：(3ℓ/回×2回+5ℓ/回)÷2.19人/戸＝5.02≒5.0ℓ/人
◎自動食洗機(夜)　普及率33％◇
➃一回当り平均水量：11.0ℓ/回☆×0.33÷2.19人/戸＝1.66≒1.7ℓ/人
➄総使用量：➀+➁+➂+➃＝21.9ℓ/人

◇内閣府消費動向

調査 主要耐久消

費財の普及率

◆省エネ・防犯住

宅推進アプローチ

ブック

☆パナソニック

⑶ 炊事用水
調理用水

11.4ℓ
[人・日]

➀一回当り使用量：12.5ℓ/回
➁一人一日使用量：12.5ℓ/回×2回÷2.19人/戸＝11.42≒11.4ℓ/人

日水協

⑷ 洗面用水 7.5ℓ
[人・日]

➀一日使用回数：朝1回＋その他α
➁朝：5ℓ/分×1分/人＝5ℓ/人
➂その他α：5ℓ/分×0.5分/人＝2.5ℓ/人
➃総使用量：➁+➂＝7.5ℓ/人

⑸ 風呂用水 94.4ℓ
[人・日]

➀入浴回数：360回/365日≒0.98回/日
➁浴槽容量：220ℓ×0.7＝154ℓ◆
➂一人当たり浴槽使用水量：154ℓ÷2.19人/戸×0.98回/日＝68.9ℓ
➃一人洗い用水量：1.5ℓ/杯×8杯×0.5(足し湯割合)×0.98回/日＝5.9ℓ
➄一人シャワー用水量：10ℓ/分◆×2分(使用)×0.98回/日＝19.6ℓ
➅総使用量：➂+➃+➄＝94.4ℓ/人

◇内閣府政府広報

室調査

◆省エネ・防犯住

宅推進アプローチ

ブック

⑹ 洗濯用水 29.3ℓ
[人・日]

○市場まとめ◆
➀全自動洗濯機／➁縦型洗濯乾燥機／➂ドラム洗濯乾燥機

ⅰ水量　  102ℓ／　 　97ℓ／　 　57ℓ／　 [8kg標準]

ⅱ普及率　 　56％／　 　24％／　 　20％／　[➁＋➂普及率44％◇]

➃風呂の残り湯使用率：30％(推測)
➄一人一日使用水量：(102ℓ×0.56＋97ℓ×0.24＋57ℓ×0.2)×0.7×1回/日÷2.19人/戸

＝91.8ℓ×0.7×1回/日÷2.19＝29.34≒29.3ℓ

◇内閣府

消費動向調査

主要耐久消費財の

普及率

◆市場調査

⑺ 掃除用水 4.7ℓ
[人・日]

➀風呂掃除：10ℓ/分×1分÷2.19人/戸×0.98回/日＝4.475≒4.5ℓ/人
➁年末大掃除：7ℓ/分×20分/年÷2.19人/戸＝0.175≒0.2ℓ/人
➂総使用量：➀+➁＝4.7ℓ/人

⑻ 水洗トイレ
用水

38.2ℓ
[人・日]

○市場まとめ◆
➀タンクⅠ／➁タンクⅡ／➂タンクⅢ／➃タンクⅣ／⑤タンクⅤ／⑥タンクⅥ／⑦タンクレス

ⅰ水量[大]　20ℓ／　   13ℓ／　  10ℓ／　  8ℓ／ 　 　6ℓ／　 　4.8ℓ／　 　4.8ℓ
ⅱ水量[小]　20ℓ／　  13ℓ／　  10ℓ／　  6ℓ／　 　4.8ℓ／　  3.6ℓ／　 　3.6ℓ
ⅲ普及率☆  9％／　  21％／　  29％／　 　14％／　 　9％／　　12％／　   6％

⑧水洗化率：水洗化人口÷給水人口＝135,314人◇÷185,035人＝0.731≒73％
⑨一日当り使用回数：5回[大1回×1.5(流す回数)]　 [小4回]
⑩一日当り使用水量：(20ℓ×0.09+13ℓ×0.21+10ℓ×0.29+8ℓ×0.14+6ℓ×0.09

+4.8ℓ×0.12+4.8ℓ×0.06)×1回×1.5＋(20ℓ×0.09+13ℓ×0.21+10ℓ×0.29
+6ℓ×0.14+4.8ℓ×0.09+3.6ℓ×0.12+3.6ℓ×0.06)×4回 ＝14.931ℓ＋37.4ℓ＝52.331ℓ

⑪一人一日当り使用水量：⑩×⑧＝52.331ℓ×0.73＝38.201ℓ

◆市場調査

[TOTO㈱山陰営業

所]

◇ホームページ

☆一般社団法人

日本レストﾙｰﾑ工

業会

⑼ 手洗い
用水

6.0ℓ
[人・日]

➀ﾄｲﾚ後の手洗い用水：5ℓ/分×0.2分/回×5回＝5.0ℓ
②その他の手洗い用水：5ℓ/分×0.2分/回×1回＝1.0ℓ
①＋②＝6.0ℓ

節水意識

⑽ 洗車用水 1.3ℓ
[人・日]

➀乗用車保有台数：1.73台/戸◇
➁一人保有台数：1.73台/戸÷2.19人/戸＝0.790≒0.79台/人
➂洗車日数：6日/年＝0.016日(殆ど自動洗車機利用)
➃一台当り洗車用水量：5ℓ/分×20分＝100ℓ
➄一人一日洗車用水量：➁×➂×➃＝1.264ℓ

◇鳥取運輸支局

⑾ 散水 3.2ℓ
[人・日]

➀庭木の散水日数：7月=15日
8月=31日
9月=10日　　56日/年＝0.15日

➁散水する人数：0.7戸㊟4×0.66㊟5÷2.19人/戸＝0.21人
㊟4：給水戸数の30％が集合住宅及びコーポ
㊟5：下水道普及による節水意識(下水普及率52％/2+40％)

➂散水量：10ℓ/分×10分/日＝100ℓ
➃一人一日散水量：➀×➁×➂＝3.15≒3.2ℓ

庭園管理

⑿ 凍結防止
用水

0.2ℓ
[人・日]

➀凍結防止水量：0.3ℓ/分㊟6×480分/日×1日/年÷2.19人/戸＝0.180≒0.2ℓ/人
㊟6：直径4㎜程度

⒀ 合計 218.7ℓ
[人・日]
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（平成３９）年度生活用水量（原単位）予測を以下に示します。

生活用水 2027年度 H29.5.10現在

用　途 計画水量 根　拠 参考資料
㊕ 一世帯当り

の人数
 2.04人/戸 一世帯当りの人数：給水人口÷(給水戸数－集合住宅数[ﾏﾝｼｮﾝ等]＋集合住宅戸数)

：176,548人÷(77,315戸－441棟＋9,865戸)＝2.035≒2.04人/戸

水道局営業課

ﾏﾝｼｮﾝ現状推移

⑴ 飲料水  0.6ℓ
[人・日]

➀1.0ℓ/人×0.59(㊟1水道局独自ｱﾝｹｰﾄ:1,700人)＝0.59ℓ/人
㊟1:ⅰいつも飲んでいる：42％
　  ⅱあまり飲まない+直接飲むことはない：58％(58％×0.3㊟2=17％加算)

 ㊟2:ⅱの回答の内30％程度の人が浄水器使用

水道局

独自アンケート

ｱﾝｹｰﾄ現状推移

⑵ 食器洗浄
用水

22.8ℓ
[人・日]

◎手洗い
➀手洗い用水(朝・昼)：5ℓ/分×2分㊟3×2回÷2.04人/戸＝9.80≒9.8ℓ/人
➁手洗い用水(夜) 　：5ℓ/分×4分㊟3×0.50(手洗い率)÷2.04人/戸＝4.90≒4.9ℓ/人
　㊟3:食器１点当り13.5秒[つけ置き洗い後のすすぎ]◆
➂つけ置き水量：(3ℓ/回×2回+5ℓ/回)÷2.04人/戸＝5.392≒5.4ℓ/人
◎自動食洗機(夜)　普及率50％◇
➃一回当り平均水量：11.0ℓ/回☆×0.50÷2.04人/戸＝2.696≒2.7ℓ/人
➄総使用量：➀+➁+➂+➃＝22.8ℓ/人

◇内閣府消費動向

調査 主要耐久消

費財の普及率

◆省エネ・防犯住

宅推進アプローチ

ブック

☆パナソニック

製造一社による普

及予測

⑶ 炊事用水
調理用水

12.3ℓ
[人・日]

➀一回当り使用量：12.5ℓ/回
➁一人一日使用量：12.5ℓ/回×2回÷2.04人/戸＝12.25≒12.3ℓ/人

日水協

⑷ 洗面用水 7.5ℓ
[人・日]

➀一日使用回数：朝1回＋その他α
➁朝：5ℓ/分×1分/人＝5ℓ/人
➂その他α：5ℓ/分×0.5分/人＝2.5ℓ/人
➃総使用量：➁+➂＝7.5ℓ/人

⑸ 風呂用水 88.7ℓ
[人・日]

➀入浴回数：360回/365日≒0.98回/日
➁浴槽容量：220ℓ×0.7＝154ℓ◆
➂一人当たり浴槽使用水量：154ℓ÷2.04人/戸×0.98回/日＝73.98≒74.0ℓ
➃一人洗い用水量：1.5ℓ/杯×8杯×0.0(足し湯割合)×0.98回/日＝0.0ℓ
➄一人シャワー用水量：10ℓ/分◆×1.5分(使用)×0.98回/日＝14.7ℓ
➅総使用量：➂+➃+➄＝88.7ℓ/人

◇内閣府政府広報

室調査

◆省エネ・防犯住

宅推進アプローチ

ブック

⑹ 洗濯用水 28.2ℓ
[人・日]

○市場まとめ◆
➀全自動洗濯機／➁縦型洗濯乾燥機／➂ドラム洗濯乾燥機

ⅰ水量　  102ℓ／　 　97ℓ／　 　57ℓ／　 [8kg標準]

ⅱ普及率　 　25％／　 　35％／　 　40％／　[➁＋➂普及率80％◇]

➃風呂の残り湯使用率：30％(推測)
➄一人一日使用水量：(102ℓ×0.25＋97ℓ×0.35＋57ℓ×0.4)×0.7×1回/日÷2.04人/戸

＝82.25ℓ×0.7×1回/日÷2.04＝28.22≒28.2ℓ

◇内閣府

消費動向調査

主要耐久消費財の

普及率

◆市場調査

⑺ 掃除用水 4.9ℓ
[人・日]

➀風呂掃除：10ℓ/分×1分÷2.04人/戸×0.98回/日＝4.804≒4.8ℓ/人
➁年末大掃除：5ℓ/分×20分/年÷2.04人/戸＝0.134≒0.13ℓ/人
➂総使用量：➀+➁＝4.9ℓ/人

⑻ 水洗トイレ
用水

35.4ℓ
[人・日]

○市場まとめ◆
➀タンクⅠ／➁タンクⅡ／➂タンクⅢ／➃タンクⅣ／⑤タンクⅤ／⑥タンクⅥ／⑦タンクレス

ⅰ水量[大]　20ℓ／　   13ℓ／　  10ℓ／　  8ℓ／ 　 　6ℓ／　 　4.8ℓ／　 　4.8ℓ
ⅱ水量[小]　20ℓ／　  13ℓ／　  10ℓ／　  6ℓ／　 　4.8ℓ／　  3.6ℓ／　 　3.6ℓ
ⅲ普及率☆ 7％／　   17％／　  22％／　 　10％／　 　7％／　　33％／　  4％

⑧水洗化率：水洗化人口÷給水人口＝151,581人◇÷176,548人＝0.859≒86％
⑨一日当り使用回数：5回[大1回×1.0(流す回数)]　 [小4回]
⑩一日当り使用水量：(20ℓ×0.07+13ℓ×0.17+10ℓ×0.22+8ℓ×0.10+6ℓ×0.07

+4.8ℓ×0.33+4.8ℓ×0.04)×1回×1.0＋(20ℓ×0.07+13ℓ×0.17+10ℓ×0.22
+6ℓ×0.10+4.8ℓ×0.07+3.6ℓ×0.33+3.6ℓ×0.04)×4回 ＝8.81ℓ＋32.31ℓ＝41.12ℓ

⑪一人一日当り使用水量：⑩×⑧＝41.12ℓ×0.86＝35.36≒35.4ℓ

◆市場調査

[TOTO㈱山陰営業

所]

◇ホームページ

☆一般社団法人

日本レストﾙｰﾑ工

業会

⑼ 手洗い
用水

6.0ℓ
[人・日]

➀ﾄｲﾚ後の手洗い用水：5ℓ/分×0.2分/回×5回＝5.0ℓ
②その他の手洗い用水：5ℓ/分×0.2分/回×1回＝1.0ℓ
①＋②＝6.0ℓ

節水意識

⑽ 洗車用水 1.4ℓ
[人・日]

➀乗用車保有台数：1.73台/戸◇
➁一人保有台数：1.73台/戸÷2.04人/戸＝0.848≒0.85台/人
➂洗車日数：6日/年＝0.016日(殆ど自動洗車機利用)
➃一台当り洗車用水量：5ℓ/分×20分＝100ℓ
➄一人一日洗車用水量：➁×➂×➃＝1.36ℓ

◇鳥取運輸支局

保有台数現状推移

⑾ 散水 1.3ℓ
[人・日]

➀庭木の散水日数：7月=10日
8月=31日
9月=10日　　51日/年＝0.14日

➁散水する人数：0.7戸㊟4×0.53㊟5÷2.04人/戸＝0.182≒0.18人
㊟4：給水戸数の30％が集合住宅及びコーポ
㊟5：下水道普及による節水意識(下水普及率71％/3+29％)

➂散水量：10ℓ/分×5分/日＝50ℓ
➃一人一日散水量：➀×➁×➂＝1.26ℓ

庭園管理

節水意識：下水普

及と共に更に上昇

⑿ 凍結防止
用水

0.1ℓ
[人・日]

➀凍結防止水量：0.3ℓ/分㊟6×480分/日×0.5日/年÷2.04人/戸＝0.10≒0.1ℓ/人
㊟6：直径4㎜程度

⒀ 合計 209.2ℓ
[人・日]
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浴場用水（㎥ 日）

（２）浴場用水

浴場用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

浴場用水

図・表によると、近年の５ヵ年は横ばい状況にあります。

将来予測値は、 （平成２４）年度～ （平成２８）年度の実績値を基に、今後も横

ばい状況が継続すると考え、 ㎥ 日と推計します。

浴場用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

浴場用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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官公署用水（㎥ 日）

（３）官公署用水

官公署用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

官公署用水

図・表によると、 （平成２４）年度から （平成２６）年度の３ヵ年は、ほぼ横ばい状況

にあります。

（平成２７）年度の増加は、米子市、境港市における給食センターの稼動開始が大き

な要因と考えます。

将来予測値は、 （平成２７）・ （平成２８）年度実績値を基に、前年比０．８％減と

推計します。

官公署用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

官公署用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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学校用水（㎥ 日）

（４）学校用水

学校用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

学校用水

図・表によると、プール使用時における節水意識の向上等により （平成２４）年度を

ピークに減少傾向にありますが、特に （平成２７）年度の減少は、（３）官公署用水で記

した給食センターの稼動による給食室の廃止が大きな要因と推測します。

将来予測値は、後述する学校用水一人当たりの平均使用量を算出し、予測した生徒数

を乗じた水量推計とすることとします。

学校用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

学校用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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〔学校用水１人当たりの平均使用量〕

２市１村の学校用水１人当たりの平均使用量は、 （平成２８）年度の学校用水および

生徒数実績値により１人当たりの平均使用量を算出したものから、 （平成２５）・

（平成２６）年度米子市における実績値を基に前年比０ ６％減とし、以下のとおりとします。

１人当たりの平均使用量＝学校用水実績／生徒数実績

（単位：㎥ 人 年）

年度 米子市 境港市 日吉津村

１人当たりの平均使用量

（単位：㎥ 人 年）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計
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〔生徒数の実績〕

小中学校の生徒数の実績を以下に示します。（日吉津村は小学校のみ）

（単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

〔生徒数の予測〕

（平成２９）年度～ （平成３３）年度の予測は、各市学校教育課による推計値とな

ります。

（平成３４）年度～ （平成３７）年度の予測は、各市学校教育課による中学校の推

計値に、 （平成３３）年度の小学校生徒数を加えた推計値となります。

（平成３８）・ （平成３９）年度の予測は、 （平成３６）・ （平成３７）年度の推

計値を基に直線補間により算出します。

日吉津村の （平成３７）年度以降の予測は、 （平成３２）・ （平成３５）年度の

推計値を基に直線補間による算出となります。

小中学校の生徒数の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：人）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計
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病院用水（㎥ 日）

（５）病院用水

病院用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

病院用水

特老施設が （平成２２）年度から （平成２８）年度にかけて増加していましたが、

新規開設は縮小傾向にあります。

将来予測値は、 （平成２５）・ （平成２６）年度実績値を基に、前年比０．１％減と

推計します。

病院用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

病院用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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〔学校用水実績〕

２市１村の学校用水実績を以下に示します。

（単位：㎥ 年）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

〔学校用水予測〕

２市１村の学校用水予測値＝学校用水１人当たりの平均使用量×生徒数の推計により

算出すると以下のとおりとなります。

（単位：㎥ 年）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計

年度 年度 年度 年度 年度

米 子 市

境 港 市

日吉津村

合 計
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事務所用水（㎥ 日）

（６）事務所用水

事務所用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

事務所用水

図・表によると、 （平成２３）年度から （平成２８）年度までほぼ横ばい状況にあり

ます。

将来予測値は、 （平成２３）・ 平成２４ 年度実績値を基に、前年比０．１％減と

推計します。

事務所用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

事務所用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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営業用水（㎥ 日）

（７）営業用水

営業用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

営業用水

図・表によると、節水意識の向上及び景気動向に大きな影響を受けて、年々大きく減少し

ています。

将来予測値は、 （平成２４）・ （平成２５）年度実績値を基に、前年比０．９％減と

推計します。

営業用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

営業用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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工場用水（㎥ 日）

（８）工場用水

工場用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

工場用水

図・表によると、 （平成２４）年度まで増加傾向にありましたが、近年は節水意識の向

上及び景気動向に影響を受けていると考えています。

将来予測値は、 平成２４ ・ （平成２５）年度実績値を基に、前年比０．６％減と

推計します。

工場用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

工場用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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その他用水（㎥ 日）

（９）その他用水

その他用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

その他用水

その他用水は、畑やコーポ散水栓を主な使用用途としています。

図・表によると、 （平成２３）年度からほぼ横ばい傾向にあります。

将来予測値は、 平成２４ ・ （平成２５）年度実績値を基に、前年比１．３％減と

推計します。

その他用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

その他用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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随時用水（㎥ 日）

（１０）随時用水

随時用水の使用水量実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

随時用水

精算水量の随時用水の実績は、傾向が不規則であり分析が困難であります。

将来予測値は、 （平成２５）・ （平成２６）年度実績値を基に、前年比１．６％減と

推計します。

随時用水の推計結果を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

随時用水

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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有収水量（㎥/日） 実績値（㎥/日）

（１１）有収水量

有収水量の実績を以下に示します。

（単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

有収水量

有収水量は、次の計算式で算出します。

有収水量＝生活用水量＋浴場用水量＋官公庁用水量＋学校用水量＋病院用水量＋

事務所用水量＋営業用水量＋工場用水量＋その他水量＋随時水量

有収水量の将来予測値を以下のとおりとします。

（単位：㎥ 日）

有収水量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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（１２）無収水量

無収水量の実績を以下に示します。 （単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

無収水量

無収水量の過去６ヵ年の実績値はバラツキがあります。将来予測値は、 （平成２２）年

度から （平成２７）年度実績値を基に、有収水量の２．２％と推計します。ただし、

（平成２８）年度は、配水池建設関連の事業用水量が多くを占めたため除外します。

無収水量の将来予測値を以下のとおりとします。 （単位：㎥ 日）

無収水量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度

（１３）無効水量

無効水量の実績を以下に示します。 （単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

無効水量

無効水量は、ほぼ漏水量であります。将来予測値は、前年度無効水量に後述する１日

漏水防止量を減じた水量推計とします。ただし、 （平成２７）年度の実績は１０年に一度

と言われる凍結災害の影響があり、推計算出から除外し 平成２６ 年度実績値を基に

推計します。

無効水量の将来予測値を以下のとおりとします。 （単位：㎥ 日）

無効水量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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〔漏水防止量〕

① 漏水量

過去実績値から無効水量の９６％が漏水量です。

② 漏水量現場実績

配水管の漏水率は５２％となります。

（単位：㎥ 年）

年度 年度 計 率

配 水 管 ％

給水装置 ％

計 ％

③ 漏水防止率

次の計算式で算出します。

漏水防止率＝年間更新延長／老朽管総延長

（平成２８）年度末の老朽管総延長は、ＣＩＰ： ｍ、ＡＣＰ： ｍ、

ＶＰ： ｍであり、年間更新延長を ｍとします。

（単位：ｍ）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

老朽管総延長

漏水防止率 ％ ％

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

老朽管総延長

漏水防止率

④ １日漏水防止量

次の計算式で算出します。

１日漏水防止量＝予測無効水量×①漏水量率×②漏水量現場実績

（配水管漏水率）×③漏水防止率

（単位：㎥）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

１日漏水防止量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

１日漏水防止量
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１日平均給水量　（㎥/日） 実績値（㎥/日）

（１４）１日平均給水量

１日平均給水量の実績を以下に示します。 （単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

日平均給水量

１日平均給水量は、次の計算式で算出します。

１日平均給水量＝有効水量（有収水量＋無収水量）＋無効水量

１日平均給水量の将来予測値を以下のとおりとします。 （単位：㎥ 日）

１日平均給水量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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有収率実績

有効率実績

負荷率実績

有収率予測

有効率予測

負荷率予測

（１５）有収率・有効率・負荷率

有収率・有効率・負荷率の実績を以下に示します。 （単位：％）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

有収率

有効率

負荷率

（平成２７）年度の実績は１０年に一度と言われる凍結災害の影響があり、特に負荷

率については大きく低下しています。その他年度の実績は、有効率でほぼ９４％に達して

おり非常に高い値を示しています。今後も漏水調査や老朽管更新に取り組むことにより

有効率の向上に努力するものとします。

有収率の算出は、１日平均有収水量／１日平均給水量となります。

負荷率は供給の安定性を重視し、過去７ヵ年の実績値の最も低い値を採用します。

ただし、 （平成２７）年度の実績値は上記の理由により除外します。

最小値は８６．１％であり、この値を将来値として設定します。

有収率・有効率・負荷率の将来予測値を以下のとおりとします。 （単位：％）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

有収率

有効率

負荷率
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１日最大給水量　（㎥/日） 実績値（㎥/日）

（１６）１日最大給水量

１日最大給水量の実績を以下に示します。 （単位：㎥ 日）

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

１日最大給水量

１日最大給水量は、次の計算式で算出します。

１日最大給水量＝１日平均給水量／負荷率

１日最大給水量の将来予測値を以下のとおりとします。 （単位：㎥ 日）

１日最大

給水量

年度 年度 年度 年度 年度 年度

年度 年度 年度 年度 年度
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４－６ 水需要量の予測結果

水道事業基本計画の目標年度である （平成３９）年度では計画給水人口 人、

１日最大給水量 ㎥／日となります。

以下に水需要量の予測結果を示します。

給水予測表 

H29年度

人 日平均使用量

（㍑ 人 日）

日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

浴 場用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

官 公署
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

学 校用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

病 院用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

事 務所
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

営 業
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

工 場用
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

そ の 他
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

随 時
日 平 均 使 用 量

（ ㎥ 日 ）

給 水 戸 数 （ 戸 ）

負 荷 率 （ ％ ）

日 平 均 給 水 量 （ ㎥ 日 ）

日 １ 人平均給水量 （ ㍑ 人 日）

１ 日 最 大 給 水 量 （ ㎥ 日 ）

１ 日 １ 人最大給水量 （ ㍑ 人 日）

有 収 率 （ ％ ）

有 効 率 （ ％ ）

生 活用有

収

水

量

　　　　項目　　　　　　　　　　　　　　
年度

行 政 区 域 内 人 口 （ 人 ）

給 水 区 域 内 人 口 （ 人 ）

給 水 人 口 （ 人 ）

普 及 率 （ ％ ）

計

有

効

水

量
無 収 水 量 （ ㎥ 日 ）

用

途

別

水

量
無 効 水 量 （ ㎥ 日 ）
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第５章 水道事業の将来像                           

５－１ 将来像の設定

本市水道事業は水道の創設から現在に至るまで、安全で安心できる良質な水道水の

安定供給に努め、平成２０年３月に策定した「米子市水道ビジョン」では「いつまでも

“おいしい水を蛇口から”」を基本理念に掲げました。

今後とも変わらぬ思いで事業展開を推進していくため、今回の基本計画策定ではこの

基本理念「いつまでも“おいしい水を蛇口から”」を踏襲することとし、国の新水道ビジョンの

理想像である「安全」「強靭」「持続」の３つの視点から以下の基本方針を掲げるものとしま

す。

米子市水道局基本計画の基本理念

「いつまでも“おいしい水を蛇口から”」 

「基本方針」

安全な水道 

 

 

強靭な水道 

 

 

水道サービスの持続 

第 5 章 水道事業の将来像 

- 74 - 
 

５－２ 基本方針

基本理念を実現するため、水道ビジョンの目標年度である （平成３９）年度までの

水道事業運営の目標を以下のとおり定め、様々な課題に取り組んでいきます。

（１） 安全な水道 

安心で快適な給水を確保します 

① 安心で快適に飲める水を給水できるよう、水道水源から給水栓に至るまで統合的な

水質管理を目指します。

② 直結給水の拡充を図りながら、簡易専用水道や小規模貯水槽水道などについても、

設置者等と連携して、安心・安全な給水が確保できるよう努めます。

（２） 強靭な水道 

災害対策等の充実を図ります 

① 水道施設や管路がその機能を十分発揮できるよう、老朽化した水道施設、管路の

耐震化を推進し、計画的に確実に更新できるように努めます。

② 自然災害等非常時において、危機管理マニュアルの徹底を図り、適切な応急措置

及び迅速な復旧が行えるよう努めます。

（３） 水道サービスの持続 

水道の運営基盤の強化・お客様へのサービスの向上を図ります 

① 給水量の低減により水道料金収入が減少傾向にある中、施設の耐震化、老朽施設

の更新などに係る費用は増加しています。人材育成を図りながら、職員数の適正化

を継続するなどの経費削減に努めるとともに、料金体系と料金水準を検討します。

② 水道事業に対する理解を深めるため、積極的な情報の発信に努めます。

③ 環境にやさしい水道を目指し、自然と環境の保全に努めるとともに、水道施設に

おいては省エネルギーへの取り組みを図ります。
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第６章 目標の実現に向けた施策                        

安心で快適な給水を確保します 

６－１ 水質管理体制の強化

（１）水質検査計画

毎年度作成する水質検査計画に基づき水質検査を行い、主要な結果及びより詳しい

データをホームページで公表します。また請求に応じて、必要な結果書を提示します。

（２）水源から蛇口までの水質管理

給水栓（蛇口）から供給している水道水は、各配水区で毎日検査・毎月定期検査とともに、

全項目検査を年１回、消毒副生成物等の検査を年４回実施して水質管理の充実を図り、

「安全で安心できる良質な水道水の安定供給」に努めています。

また、水源の水質管理においても、すべての取水井の原水で水質基準に基づく検査を

行い、「安全な原水」の確認に日々努めていきます。

（３）水質試験室・水質検査機器

「安全で安心できる良質な水道水の安定供給」を最大の使命と位置づけ、自己検査体制

の停滞も許すことなく日々の努力を重ねています。その最前線基地とも言える水質試験室

の経年劣化の状況から、安全確認を含む水質試験室リニューアルを行います。

同時に水質基準の見直しや水質問題に的確に対応するため、水質検査機器を定期的

に更新し、水質管理体制を強化します。

（４）水質監視装置の設置

各水道施設のネットワークを充実させ、水の状態をリアルタイムに把握し、異常の早期

発見と対処が行えるように、自動監視装置を日下、河岡、福井、西尾原配水区に計画的に

順次設置します。
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安心で快適な給水を確保します 

６－２ 安心で快適な水道

（１）鉛製給水管への対応

鉛製給水管の分岐が多く使用されている、昭和３２年以前に布設された鋳鉄管（ＣＩＰ）

更新にあわせて、公道部分の解消は引き続き積極的に行うとともに、宅地内給水管との

切り替えを宅地部分で行うことでお客様の費用負担の軽減をはかり、早期の鉛製給水管

の解消に取り組みます。

また、ホームページで鉛製給水管への対応に関する情報提供を行います。

お客様の建物へ水を供給するために引き込まれている水道管には、鉛管、塩化ビ

ニール管、ポリエチレン管などがあります。 

鉛製水道管は、材質がやわらかく加工が容易なことから使用されてきましたが、

長時間水道水を使用されないと微量の鉛が水道水に溶け出すことがあり、また経年

劣化により漏水の原因となっています。 

そのため、他の材質の水道管に取り替えていただくことが解決策となります。 
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（２）貯水槽水道の対策

マンションやビルなどに設置された受水槽については、快適な給水を確保するため、

ホームページや広報等によって適正な管理（清掃・点検・検査）への理解が深まるよう

お客様への指導・助言に努めます。

「いつまでも“おいしい水を蛇口から”」の取り組みとして、５階建てまでの新築建物や貯水

槽水道方式による既存建物については、水圧や水量などの基準を満たす場合に、貯水槽

水道方式に比べ衛生面に優れ、受水槽の維持管理が不要となる直結給水方式への切替

えを促進します。

また、１０階建てまでの建物については、直結増圧給水を導入しており快適な給水への

取り組みに努めます。

 

サドル分水栓

水道本管

水道メーター

受水槽

圧送ポンプ

高置水槽

自
然
流
下

受水槽方式
私有メーター

私有メーター

私有メーター

お客様の管理範囲になります。

サドル分水栓

水道本管

増圧ポンプ

（2・3Ｆ）

直結（増圧）給水

各個メーター

直圧（1Ｆ）
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災害対策等の充実を図ります 

６－３ 水道施設の整備・更新

（１）車尾水源地

中央送水ポンプ場の新設により、旧車尾管理棟を車尾ポンプ井と共に撤去します。

また、水需要の動向を踏まえ施設の適正化を図るため、老朽化している車尾水源地

調整池５，０００㎥ ２池の年次的な解体整備を進め、新たに２，０００㎥程度のＳＵＳ製調整

池の新設を実施します。

（２）戸上水源地

水道施設の健全な運転、施設機能を発揮できるよう戸上水源地管理棟建築施設の補修

を実施します。また、老朽化した電気・機械設備の更新も、計画的に順次、実施します。

戸上水源地調整池８，５００㎥の２池は、経年変化の状況から内面モルタル補修をして

施設機能の維持管理に取り組みます。調整池５，０００㎥の２池は、将来の水需要の動向を

見極めながら廃止を検討します。

各取水井戸については、老朽化による水位・水質の影響に対応するため年次的な更新

を進めます。

水需要が減少傾向を示していますが、渇水等想定されるさまざまなリスクに対処できる

水源水量の確保が不可欠であり、現在の深井戸は、同じ水脈への掘り直しを実施します。

浅井戸は、より良質な原水を確保する深井戸に転換する計画とし、水源調査を含めた

年次的な更新を実施します。

（３）観音寺山配水池

市街地に直結する観音寺山配水池は、耐震診断結果や経年劣化の状況調査等から、

耐震化補強は難しいと診断しています。

耐震性能を考慮した更新について、中央配水池の運用状況、将来の水需要の動向を

見極め施設の適正化について検討を行い取り組みます。

（４）日下水源地、河岡水源地、水浜水源地、二本木水源地

水道施設の健全な運転、施設機能を発揮できるよう、各水源地建築施設の補修を実施

します。また、老朽化した電気・機械設備の更新も、計画的に順次実施します。
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（５）管路の計画的な更新

管路の更新周期は、法定耐用年数４０年が一つの目安になりますが、実際には埋設環境

や管種によって、その期間を超えても十分使用できる管が多くあります。

本市では、漏水の発生状況等を分析したうえで、実態に即した優先順位の高い管路から

毎年１０ｋｍ程度を更新します。

（６）管路の計画的な耐震化

大規模地震が発生した場合でも、その影響を最小限に抑え、お客様に水道水を供給で

きるよう、耐震性を有する水道管の整備延長に取り組み強くしなやかな水道を目指します。

災害対策等の充実を図ります 

６－４ 災害対策・危機管理体制の強化

（１）応急給水拠点の確保

車尾水源地や戸上水源地には複数の貯留水施設（調整池）を有しており、中央配水池・

南部配水池を加えると合計で約 ㎥の水を確保しています。

主要配水池の耐震化との整合を図り、更なる給水拠点整備の拡大を目指すと共に緊急

時の必要給水量の確保を目指します。

（２）危機管理マニュアルの徹底

危機管理においてはマニュアルの更新及び内容の理解が不十分であっては、有効的な

活用が出来ないため、マニュアルの定期的な更新及び不測の事態に備え、訓練を実施

することにより“マニュアルの理解・教育”を図ります。

そのため、「米子市水道局防災計画マニュアル」の徹底が図れるように定期的な内容の

見直しと教育訓練を実施し、一層の充実を図ります。

第 6 章 目標の実現に向けた施策 
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水道の運営基盤の強化・お客様へのサービスの向上を図ります 

６－５ 経営基盤の強化

（１）アセットマネジメントによる適正な資産管理

水道水を安定的に供給するためには、施設を健全に維持管理することが重要であり、

長期的な視点で効率的な資産管理を図るアセットマネジメントの考え方が必要です。

施設の更新や補修などの維持管理、施設運用においては、長期的な財政収支見通し

に基づき、重要度・老朽度に応じた計画的な施設整備を行います。また管路においては、

更新基準を１００年とし、年次的に更新事業を行います。事業費の平準化を図りながら水

需要の減少を踏まえた施設規模の適正化を進めます。

（２）定員適正化の実施

年齢構成の平準化を図り、組織の持続性を維持するために必要最小限の新規採用を

行うこととします。

持続可能な組織体制の維持を前提とし、安全で低廉な水道水供給を目指します。

（３）人材育成と技術の継承

技術者の確保について「米子市水道局職員人材育成基本方針」を定めており、

「人事管理」、「職員研修」、「職場環境づくり」を人材育成の３本の柱とし相互に連携した

総合的、計画的な取り組みを継続します。

（４）料金体系

現在の水道料金は、平成６年２月１日に１４．６１％の値上げを行って以来（消費税率引上

げは除く）、２４年間にわたり料金値上げを行うことなく事業運営を行ってきました。

給水人口の減少、節水機器の普及等により水需要が減少していることから、現行の料金

体系を検証します。

また、持続可能な経営基盤を確立するため、将来を見据えた料金体系のあり方、料金

水準を検討します。

（５）ＯＡ機器・システムの更新

各システムが安定稼動するための環境管理のため、システム関係更新を計画的に順次

実施します。マッピングシステムは、以前からの決定に従い当面の間、導入は行いません。
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水道の運営基盤の強化・お客様へのサービスの向上を図ります 

６－６ お客様サービス

（１）積極的な情報の発信

水道事業の現状や課題について、お客様からご理解いただき、一緒に考えていただくた

め、様々な手法を用いて水道に関する情報をわかりやすく伝えます。

パブリシティの活用（マスコミへの情報提供）、印刷物による広報、学校への出前講座の

ほか、水道サービスに係る指標である日本水道協会規格の「水道事業ガイドラインＪＷＷＡ

Ｑ １００」に基づく業務指標（ＰＩ）のホームページ公表を毎年度継続し、お客様への意見

交換及び情報公開推進を図り、開かれた水道事業に取り組みます。

（２）ペットボトル水「よなごの水」

ペットボトル水「よなごの水」は、皆様から大変好評をいただいています。

この「よなごの水」のおいしさは、恵まれた自然環境と先人達の努力によって守り続けられ

てきたものであり、私たちはお客様とともに、日野川流域を中心とした環境保全に積極的に

取り組み、未来へとつないで行きます。

（３）水飲み場「よなごの水道 井戸端会議」の設置

お客様に安心して飲んでいただける癒しの水飲み場「よなごの水道 井戸端会議」を通じ

て、恵まれた自然環境によって水質が大変良いとされている、本市の水道「いつまでも

“おいしい水を蛇口から”」を伝えていきます。

よなごの水道 井戸端会議
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水道の運営基盤の強化・お客様へのサービスの向上を図ります 

６－７ 環境にやさしい水道

（１）建設発生材の有効利用

水道工事では、浅層埋設の実施や再生資材を利用することによって、建設廃棄物の

減量化に努めています。

さらに、アスファルト殻やコンクリート殻は、その全量を再生プラントに搬出し、確実に再生

材への変換を行っていきます。

（２）太陽光発電屋根貸し事業

循環型の街づくりを目指した自然エネルギーの利用促進と民間活力を活かした太陽光

発電の効率的な整備などを図るため、庁舎の屋根貸しによる太陽光発電屋根貸し事業を

継続して取り組みます。

（３）水源地域の自然と環境の保全

米子市水道局では「水と空気の美味しい」健全な町づくりのため、水資源の有効利用に

努めています。

県内の水道水源を保全するため、鳥取県が策定した「とっとりの豊かで良質な地下水の

保全及び持続的な利用に関する条例」の制定を受けて「鳥取県持続可能な地下水利用

協議会」が設置され本市も参画しています。今後も関係市町村などと連携を図りながら、良

質で豊かな水源の確保にむけた取り組みを推進します。

また、日野川の清らかな水や流域の自然環境を守り、後世へと伝えていくための基本

理念である「日野川流域憲章」の制定には米子市水道局も一員として参画しました。

日野川の源流にも近い日南町新屋地区に暮らしを守る「環境の森」として、１７７ｈａの

「水源かん養林」を保有しており、継続して水の保全にこだわった日野川流域を中心とした

環境保全に積極的に取り組んで参ります。
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2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合　　　計
管理棟解体 調整池No1解体 調整池新設 調整池No2解体
ポンプ井解体 構内整備

小計
詳細設計 配水管布設 配水管布設 配水管布設 配水管布設

造成１期 送水管布設 配水池建設1槽 配水池建設２槽

解体・撤去 電気計装工事
造成２期

小計
管理棟補修 浅井戸第６号更新 電気設備改修1期 200ｋW起動装置 機械設備改修3期 認可業務 浅井戸第３号調査 浅井戸第５号調査 浅井戸第７号調査 浅井戸第９号調査
機械設備改修1期 深井戸No.２更新 深井戸No.３更新 電気設備改修2期 深井戸No.５更新 浅井戸第８号調査 浅井戸第８号更新 浅井戸第３号更新 浅井戸第５号更新 浅井戸第７号更新

深井戸No４更新 機械設備改修2期 深井戸No.１更新 第１調整池補修 第２調整池補修
認可業務
浅井戸第６号調査
消石灰設備改修
水管橋撤去

小計
福市水源地 浚渫 管内浚渫

小計
建築施設補修 電気設備改修1期 配水池調査 電気設備改修2期

機械設備改修1期
小計

機械設備改修1期 建築施設補修 機械設備改修2期
電気設備改修1期

小計
河岡送水ポンプ場 電気設備改修1期

小計
建築施設補修 電気設備改修1期

機械設備改修1期
小計

建築施設補修 電気設備改修1期
機械設備改修1期

小計
西尾原水源地 井戸浚渫 井戸浚渫

小計
福井水源地 避雷装置設置 改修調査 L型擁壁改修

小計
水質検査室 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査室改築

小計
日下・河岡配水区
福井・西尾原配水区

小計
改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事
老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新
基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新

水管橋更新事業 和田新橋 御崎橋
小計

OA機器更新
小計

賀祥ダム負担金
小計

累 計

河岡水源地

水浜水源地

二本木水源地

水質監視装置設置

導・送・配水管

日下水源地

６－８　米子市水道事業実施計画表　 消費税抜き（単位：千円）

車尾水源地

観音寺山配水池
更新事業

戸上水源地

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合　　　計
管理棟解体 調整池No1解体 調整池新設 調整池No2解体
ポンプ井解体 構内整備

小計
詳細設計 配水管布設 配水管布設 配水管布設 配水管布設

造成１期 送水管布設 配水池建設1槽 配水池建設２槽

解体・撤去 電気計装工事
造成２期

小計
管理棟補修 浅井戸第６号更新 電気設備改修1期 200ｋW起動装置 機械設備改修3期 認可業務 浅井戸第３号調査 浅井戸第５号調査 浅井戸第７号調査 浅井戸第９号調査
機械設備改修1期 深井戸No.２更新 深井戸No.３更新 電気設備改修2期 深井戸No.５更新 浅井戸第８号調査 浅井戸第８号更新 浅井戸第３号更新 浅井戸第５号更新 浅井戸第７号更新

深井戸No４更新 機械設備改修2期 深井戸No.１更新 第１調整池補修 第２調整池補修
認可業務
浅井戸第６号調査
消石灰設備改修
水管橋撤去

小計
福市水源地 浚渫 管内浚渫

小計
建築施設補修 電気設備改修1期 配水池調査 電気設備改修2期

機械設備改修1期
小計

機械設備改修1期 建築施設補修 機械設備改修2期
電気設備改修1期

小計
河岡送水ポンプ場 電気設備改修1期

小計
建築施設補修 電気設備改修1期

機械設備改修1期
小計

建築施設補修 電気設備改修1期
機械設備改修1期

小計
西尾原水源地 井戸浚渫 井戸浚渫

小計
福井水源地 避雷装置設置 改修調査 L型擁壁改修

小計
水質検査室 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査機器更新 検査室改築

小計
日下・河岡配水区
福井・西尾原配水区

小計
改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事 改良工事
老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新 老朽管更新
基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新 基幹管路更新

水管橋更新事業 和田新橋 御崎橋
小計

OA機器更新
小計

賀祥ダム負担金
小計

累 計

河岡水源地

水浜水源地

二本木水源地

水質監視装置設置

導・送・配水管

日下水源地

６－８　米子市水道事業実施計画表　 消費税抜き（単位：千円）

車尾水源地

観音寺山配水池
更新事業

戸上水源地
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日平均給水量

（㎥ 日）
給水収益

（百万円）

日平均給水量と給水収益の推移

給水収益 日平均給水量

第７章 財政計画の策定に向けて                    

７－１ 基本となる経営方針

今後に想定される厳しい経営環境を踏まえ、水道事業の運営基盤の強化を図り、持続

可能な経営を推進するため、内部留保資金の確保・充実などの中長期にわたる投資に

見合う資金等を確保していくよう的確な財政計画を策定し、経営面においても効率的な

事業運営を進めていきます。

７－２ 財政収支の見通し

給水収益は、水需要の減少により、平成 年度をピークに徐々に減少してきました。

本計画では、これまでの実績と今後の人口減少を踏まえた水需要予測に基づき、現行の

水道料金体系により給水収益を算定しましたが、今後についても減少傾向は続く予想です。

また、減価償却費等の費用増加も想定されることから、純利益の減少が続き、厳しい状況と

なる見通しです。

一方、老朽化した施設及び管路の健全性を確保するためには、水道事業実施計画表

（ ）に示した主要な事業に対する更新投資が必要となるため、企業債の発行を最低

限におさえた場合の試算では、計画期間の中期において資金不足を生じるものとなります。

（消費税抜き）
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（百万円）

建設改良費の見込み

純利益（億円）

（消費税抜き）

（消費税抜き）
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2018/6/19

財政収支 （単位：千円）

平成29年度

動 力 費
薬 品 費
そ の 他

計

△ 968,795 △ 1,149,458 △ 1,130,182 △ 1,579,773 △ 1,519,736 △ 1,330,374 △ 1,587,270 △ 1,425,893 △ 1,079,455 △ 1,083,423 △ 1,356,577

△ 519,244 △ 162,456 △ 168,194 △ 442,225

△ 118,949 △ 188,560 △ 280,972 △ 661,724

△ 89,454 △ 159,065 △ 251,477 △ 632,229

計算期間年度

減 価 償 却 費
そ の 他 （ 事 業 費 ）

支出合計（Ｂ）

収
益
的
収
支

収 入

給 水 収 益
料 金 収 入 ）

そ の 他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
特 別 利 益
長 期 前 受 金 戻 入

収入合計（Ａ）

支 出

人 件 費
事 務 費

作 業 費

支 払 利 息

支 出

支出合計（Ｅ）

当年度純利益（又は純損失）
（Ａ）―（Ｂ）

資
本
的
収
支

収 入

企 業 債
他会計出資補助金
他 会 計 借 入 金
国 庫 （ 県 ） 補 助 金
工 事 負 担 金
そ の 他

収入合計（Ｄ）
改 良 費
企 業 債 償 還 元 金
他 会 計 長 期
借 入 金 償 還 金
そ の 他

企 業 債 残 高

資
金
残
高

損 益 勘 定 留 保 資 金 残 高
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高
減 債 積 立 金 残 高
そ の 他 積 立 金 残 高
資 金 残 高 合 計

資本的収入額が資本的支出
額に不足する額（Ｄ）―（Ｅ）

資本的収支不足
補填資金

利 益 剰 余 金
減 価 償 却 費
積立金等取り崩し額
繰 越 工 事 資 金

計

2018/6/19

財政収支 （単位：千円）

平成29年度

動 力 費
薬 品 費
そ の 他

計

△ 968,795 △ 1,149,458 △ 1,130,182 △ 1,579,773 △ 1,519,736 △ 1,330,374 △ 1,587,270 △ 1,425,893 △ 1,079,455 △ 1,083,423 △ 1,356,577

△ 519,244 △ 162,456 △ 168,194 △ 442,225

△ 118,949 △ 188,560 △ 280,972 △ 661,724

△ 89,454 △ 159,065 △ 251,477 △ 632,229

計算期間年度

減 価 償 却 費
そ の 他 （ 事 業 費 ）

支出合計（Ｂ）

収
益
的
収
支

収 入

給 水 収 益
料 金 収 入 ）

そ の 他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
特 別 利 益
長 期 前 受 金 戻 入

収入合計（Ａ）

支 出

人 件 費
事 務 費

作 業 費

支 払 利 息

支 出

支出合計（Ｅ）

当年度純利益（又は純損失）
（Ａ）―（Ｂ）

資
本
的
収
支

収 入

企 業 債
他会計出資補助金
他 会 計 借 入 金
国 庫 （ 県 ） 補 助 金
工 事 負 担 金
そ の 他

収入合計（Ｄ）
改 良 費
企 業 債 償 還 元 金
他 会 計 長 期
借 入 金 償 還 金
そ の 他

企 業 債 残 高

資
金
残
高

損 益 勘 定 留 保 資 金 残 高
繰 越 利 益 剰 余 金 残 高
減 債 積 立 金 残 高
そ の 他 積 立 金 残 高
資 金 残 高 合 計

資本的収入額が資本的支出
額に不足する額（Ｄ）―（Ｅ）

資本的収支不足
補填資金

利 益 剰 余 金
減 価 償 却 費
積立金等取り崩し額
繰 越 工 事 資 金

計
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起
債
残
高
（
億
円
）

企業債残高の推移

△ △
△

△

億
円

資金残高
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７－３ 今後の課題

給水収益が減少し、純利益が減少する中、浄配水施設の設備更新に多くの経費が必要と

なることから、健全な事業運営に必要となる財源の確保が厳しい状況が想定されます。

今後は、水需要の変化を適切に見込んだ投資の合理化、あるいは徹底した経費削減を行

い経営の効率化を図ります。

更には、世代間の負担の公平性を保つような企業債の適切な水準を決定し、適正な料金

水準及び料金体系、あるいは適正な資産維持費について、改めて試算及び検討を重ね、

必要とする利益と財源を確保し経営基盤を強化するために、水道料金体系の見直しを含め

た収入の確保を図るための方策の検討も必要となります。

 

 

 

 

 

                                     

これまでの料金改定の経過 

改訂年月 改訂内容 

平成元年４月１日 改定率３．０％ （消費税） 

平成２年２月１日 改定率１６．２３％  

平成６年２月１日 改定率１４．６１％ 

平成９年４月１日 改定率２．０％ （消費税） 

平成２６年４月１日 改定率３．０％ （消費税） 



第９章　参考資料

92

第
９
章

第８章　おわりに

91

第
８
章

第 8 章 おわりに 

 
- 91 - 

 

第８章 おわりに                               

８－１ 事業計画の実現に向けて

「米子市水道事業基本計画」の推進には、具体的な目標を設定し進捗状況や達成度の

評価を行い、お客様の声も取り入れながら、随時見直しを図っていくことを基本的な考え方

とします。

そのためには、下記のＰＤＣＡサイクルにより事業運営の改善を図っていきます。ＰＤＣＡ

サイクルは、計画策定（Ｐｌａｎ）、事業の進捗管理（Ｄｏ）、目標達成状況の確認（Ｃｈｅｃｋ）、

改善の検討（Ａｃｔｉｏｎ）を行います。このサイクルを経ることにより当初計画や事業推進に伴う

問題点、事業の有効性などを明確にしていきます。

ＰＤＣＡサイクルの実践

Ｐｌａｎ

計画の策定

目標などの設定

Ａｃｔｉｏｎ Ｄｏ

改善の検討 事業の進捗

目標の再検討 進捗状況の管理

Ｃｈｅｃｋ

目標達成状況の確認

ＰＩの活用
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第 9章 参考資料                                   

米子市水道事業計画策定委員会設置要綱

（目的及び設置）

第 条 水道法に基づき、平成 年度から 年間にわたり、引き続き健全な事業運営に

ついて検討するため、米子市水道局（以下「水道局」という。）に「米子市水道事業計画策定

委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

水道局における平成 年度から 年間の事業計画を検討すること。

水道局における平成 年度から 年間の財政計画を検討すること。

その他必要な事項に関すること。

（組 織）

第 条 委員会は、委員長、副委員長及び各職場選出の委員若干名をもって組織とする。

委員長は、管理者が選任し、会務を総理し、委員会を代表する。

副委員長は、委員長が選任し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を

代理する。

委員は、管理者が任命した水道局職員をもって構成する。

委員会の下に小委員会を設置し、委員会から付託を受けた案件について調査研究し、

委員会に報告するものとする。

小委員会のリーダー及び委員は、委員会の委員長が指名する。

（会 議）

第 条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を求め、又は委員以外の

者を会議に出席させることができる。

（庶 務）

第 条 委員会及び小委員会の庶務は、計画課計画係において処理する。

（その他）

第 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

付 則

この要綱は、平成 年 月 日から施行する。

付 則

この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
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◆米子市水道事業基本計画の策定のフロー
  
米子市水道事業計画策定委員会

委員：米子市水道局職員 名

任務：必要事業の検討及び計画案作成
小委員会への検討負託と集約

 

 

 

 

 

 

米子市水道事業基本計画（案）

（平成 ）年度～ （平成 ）年度

 

諮問

米子市水道事業審議会 名

委員：学識経験者
住民代表者
公 募 委 員

任務：事業計画案の精査

提言

 
米子市水道事業基本計画

～米子市水道ビジョン～

  

作成

 

 

強靭な水道・安全な水道・水道サービスの持続 

水

需

要

小

委

員

会

財

政

小

委

員

会

水
道
料
金
制
度
小
委
員
会

配

水

施

設

小

委

員

会

水

の

安

全

小

委

員

会
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◆米子市水道事業計画策定委員会協議録概要

平成 年 月 日 （決裁）
米子市水道事業計画策定委員会設置要綱の改定

事業計画期間は平成 年度から 年間

平成 年 月 日 第 回策定委員会
策定委員会委員長、委員、及び策定スケジュールの確認

五つの小委員会設置

平成 年 月 日 第 回策定委員会 水需要の将来予測（案）を承認

平成 年 月 日 第 回策定委員会 米子市水道事業実施計画（案）を承認

平成 年 月 日 第 回策定委員会 米子市水道事業基本計画（案）中間報告

平成 年 月 日 第 回策定委員会 新年度に伴い策定委員会委員長選出

平成 年 月 日 第 回策定委員会 米子市水道事業実施計画修正（案）を承認

平成 年 月 日 第 回策定委員会 米子市水道事業基本計画（案）作成
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